
令和6年第3回（9月）定例会　議決結果賛否一覧 ○…賛成　●…反対

編集・発行 ： 河合町議会・議会だより編集委員会
〒６３６-８５０１ 奈良県北葛城郡河合町池部１丁目１番１号　　電話 ： 0745（57）0200　　ＦＡＸ ： 0745（57）1711
河合町議会公式ホームページURL ： https://www.town.kawai.nara.jp/10/

河合町議会公式
ホームページから
ご覧いただけます

決算審査特別委員会結果報告
総務文教常任委員会結果報告
厚生建設常任委員会結果報告
一般質問
請願

・・・2～3
・・・・・・・4
・・・・・・・4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5～10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

議会の動き
議員発議
編集後記
議決結果賛否一覧

・・・・・・・・・・・・10
・・・・・・・・・・・・・・11
・・・・・・・・・・・・・・11

・・・・12

●河合町を中心に撮影された写真
●自作の未発表作品
●デジタルデータに限ります。
●複数点の応募も可能です。
●タテ・ヨコどちらも可能です。
●詳しくは議会事務局へ
ご連絡ください。

議会だよりの表紙に
掲載する写真を募集中 !!CONTENTS

議案第52号

議案第53号

議案第54号

議案第55号

議案第56号

議案第57号

議案第58号

議案第59号

議案第60号

議案第61号

議案第62号

議案第63号

議案第64号

議案第65号

議案第66号

認定第1号

認定第2号

認定第3号

認定第4号

認定第5号

認定第6号

認定第7号

認定第8号

諮問第2号

諮問第3号

諮問第4号

同意第2号

同意第3号

発議第5号

請願第2号

疋
田

俊
文

岡
田

康
則

馬
場
千
惠
子

大
西

孝
幸

杦
本

光
清

長
谷
川
伸
一

坂
本

博
道

中
山

義
英

佐
藤

利
治

梅
野
美
智
代

常
盤

繁
範

杦
本

貴
司

原案可決 (賛8・反3) 

原案可決(賛11・反0）

原案可決(賛11・反0)

原案可決(賛11・反0)

原案可決(賛11・反0)

原案可決(賛11・反0)

原案可決(賛11・反0)

原案可決(賛11・反0)

原案可決(賛9・反2)

原案可決(賛8・反3)

原案可決(賛9・反2)

原案可決(賛11・反0)

原案可決(賛11・反0)

原案可決(賛11・反0)

原案可決(賛10・反1)

原案不認定(賛4・反7)

原案認定(賛9・反2)

原案認定(賛9・反2)

原案認定(賛9・反2)

原案認定(賛11・反0)

原案認定(賛9・反2)

原案認定(賛8・反3)

原案認定(賛9・反2)

原案適任(賛11・反0)

原案適任(賛11・反0)

原案適任(賛11・反0)

原案同意(賛9・反2)

原案同意(賛11・反0)

原案可決(賛11・反0)

原案採択(賛6・反5)

議案番号 議決結果議  案  名

令和６年度河合町一般会計補正予算について

令和６年度河合町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
について

令和６年度河合町介護保険特別会計補正予算について

令和６年度河合町後期高齢者医療制度特別会計補正予算について

令和６年度河合町下水道事業会計補正予算について

河合町総合計画策定審議会条例の一部改正について

河合町税条例の一部改正について

河合町ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正について

河合町国民健康保険条例の一部改正について

奈良県広域水道企業団の設立について

奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

奈良広域水質検査センター組合規約の変更について

奈良広域水質検査センター組合の解散について

奈良広域水質検査センター組合の解散に伴う財産処分について

個別外部監査契約の締結について

令和５年度河合町一般会計歳入歳出決算認定について（別冊）

令和５年度河合町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ
いて（別冊）

令和５年度河合町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出
決算認定について（別冊）

令和５年度河合町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい
て（別冊）

令和５年度河合町水洗便所改造資金貸付事業特別会計歳入歳
出決算認定について（別冊）

令和５年度河合町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
（別冊）

令和５年度河合町後期高齢者医療制度特別会計歳入歳出決算
認定について（別冊）

令和５年度河合町水道事業会計決算認定について(別冊)

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

教育委員会教育長の任命について

教育委員会委員の任命について

日常生活用具給付事業であるストーマ装具の給付事業の改善に
ついての意見書

議会モニター制度の制定を求める請願について

議
長
は
採
決
に
加
わ
り
ま
せ
ん

○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ●○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ●○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ●○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ●● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ●

04-河合町議会�よりNO10.indd   104-河合町議会�よりNO10.indd   1 2024/10/15   9:592024/10/15   9:59



決算審査特別委員会報告
　

地
方
公
営
企
業
法
に
基
づ
き
、
特
定
の

事
業
を
行
な
う
た
め
に
設
置
さ
れ
る
会
計

で
、「
河
合
町
水
道
事
業
」
が
該
当
し
ま
す
。

企
業
会
計
方
式
を
採
用
し
て
い
る
ほ
か
、

事
業
に
必
要
な
経
費
は
、
経
営
に
伴
う
収

入
（
水
道
料
金
収
入
）
を
も
っ
て
充
て
る

と
い
う
独
立
採
算
制
を
原
則
に
経
営
し
て

い
ま
す
。
企
業
会
計
は
、
一
般
会
計
と
異

な
り
、「
収
益
的
収
支
」
と
「
資
本
的
収
支
」

で
構
成
さ
れ
ま
す
。

　
「
収
益
的
収
支
」
は
、
約
１
，
５
３
０
万

円
の
純
利
益
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、「
資
本

的
収
支
」
は
、

約
４
，
３
４
９

万
円
の
マ
イ
ナ

ス
と
な
り
ま
し

た
。
不
足
分
は

過
年
度
分
損
益

勘
定
留
保
資
金

で
補
填
し
て
い

ま
す
。

（
２
）
公
営
企
業
会
計

（１） 各会計の決算状況

　

一
会
計
年
度
（
4
月
1
日
か
ら
翌
年
3

月
31
日
ま
で
）
の
歳
入
歳
出
予
算
に
対
す

る
実
績
で
、
行
政
活
動
の
結
果
を
集
約
し

た
も
の
で
す
。

『
決
算
と
は
』

　

毎
年
度
、
町
長
が
前
年
度
の
一
般
会
計
、

特
別
会
計
、
企
業
会
計
な
ど
、
各
種
会
計

決
算
の
認
定
に
係
る
議
案
を
議
会
に
提
出

し
、
議
会
は
予
算
が
目
的
に
沿
っ
て
効
果

的
、
効
率
的
に
執
行
さ
れ
て
い
た
か
を
審

査
し
ま
す
。
河
合
町
議
会
で
は
、
９
月
定

例
会
で
決
算
審
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

委
員
会
で
詳
細
に
審
査
し
た
後
、
本
会
議

で
委
員
会
の
審
査
結
果
が
報
告
さ
れ
、
認

定
、
不
認
定
の
議
決
を
行
い
ま
す
。
令
和

５
年
度
決
算
に
対
し
て
、
9
月
18
日
・
19

日
の
2
日
間
に
わ
た
っ
て
、
議
長
と
議
会

選
出
監
査
委
員
を

除
く
10
人
で
決
算

審
査
を
行
い
、
会

計
ご
と
に
採
決
を

行
い
ま
し
た
。

『
決
算
特
別
委
員
会
と
は
』

①
実
質
収
支
額
は
、
財
政

運
営
の
良
し
悪
し
を
判
断
す
る

１
つ
の
目
安
で
、
プ
ラ
ス
で
あ

れ
ば
黒
字
、
マ
イ
ナ
ス
で
あ
れ

ば
赤
字
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
翌
年
度
繰
越
財
源

と
は
、
予
算
に
計
上
し
て
い
る

事
業
費
等
で
、
年
度
内
に
事
業

が
完
了
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

翌
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
で

す
。

　
　

計
算
式
は
、
歳
入
ー
歳
出
ー

翌
年
度
繰
越
財
源
＝
実
質
収
支

額
に
な
り
ま
す
。

②
一
般
会
計
は
、
福
祉
や

教
育
・
建
設
な
ど
、
行
政
運
営

の
基
本
的
な
経
費
を
計
上
し
て

い
る
会
計
で
す
。
令
和
5
年
度

は
、
約
1
，
1
6
3
万
円
の
黒

字
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特
別
会
計
は
、
特
定
の

事
業
に
係
る
経
費
を
一
般
会
計

と
区
別
し
て
管
理
す
る
た
め
、

町
の
条
例
に
基
づ
き
設
置
さ
れ

る
会
計
で
す
。
河
合
町
で
は
、

6
つ
の
特
別
会
計
が
あ
り
ま

す
。

令和 5年度 一般会計・特別会計の決算状況 （単位：千円）

一般会計

特
別
会
計

国民健康保険

住宅新築資金等貸付事業

下水道事業

水洗便所改造資金貸付事業

介護保険

後期高齢者医療制度

会計名 歳入

8,479,748

1,930,281

2,555

672,163

2,100

2,054,905

490,363

8,465,641

1,930,281

2,296

645,563

0

2,054,905

489,561

14,107

0

259

26,600

2,100

0

802

2,473

0

0

0

0

0

0

11,634

0

259

26,600

2,100

0

802

歳出 歳入歳出
差引額

翌年度への
繰越財源

実質
収支額

水道
事業
会計

収益的収支
（税抜） 483,639

1,283,700

468,338

1,327,190

15,301

△43,490

収入 支出 収入支出
差引額

令和 5年度 公営企業会計の決算状況 （単位：千円）

資本的収支
（税込）

認定第１号「令和５年度河合町一般会計歳入歳出決算
認定について」
〇賛成少数で不認定。

認定第２号「令和５年度河合町国民健康保険特別会計
歳入歳出決算認定について」
〇賛成多数で認定

認定第３号「令和５年度河合町住宅新築資金等貸付事
業特別会計歳入歳出決算認定について」
〇賛成多数で認定

認定第４号「令和５年度河合町下水道事業特別会計歳
入歳出決算認定について」
〇賛成多数で認定

認定第５号「令和５年度河合町水洗便所改造資金貸付
事業特別会計歳入歳出決算認定について」
〇全員賛成で認定。

認定第６号「令和５年度河合町介護保険特別会計歳入
歳出決算認定について」
〇賛成多数で認定。

認定第７号「令和５年度河合町後期高齢者医療制度特
別会計歳入歳出決算認定について」
〇賛成多数で認定。

認定第８号「令和５年度河合町水道事業会計決算認定
について」
〇賛成多数で認定。

結果報告
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決算審査特別委員会報告
　

地
方
公
営
企
業
法
に
基
づ
き
、
特
定
の

事
業
を
行
な
う
た
め
に
設
置
さ
れ
る
会
計

で
、「
河
合
町
水
道
事
業
」
が
該
当
し
ま
す
。

企
業
会
計
方
式
を
採
用
し
て
い
る
ほ
か
、

事
業
に
必
要
な
経
費
は
、
経
営
に
伴
う
収

入
（
水
道
料
金
収
入
）
を
も
っ
て
充
て
る

と
い
う
独
立
採
算
制
を
原
則
に
経
営
し
て

い
ま
す
。
企
業
会
計
は
、
一
般
会
計
と
異

な
り
、「
収
益
的
収
支
」
と
「
資
本
的
収
支
」

で
構
成
さ
れ
ま
す
。

　
「
収
益
的
収
支
」
は
、
約
１
，
５
３
０
万

円
の
純
利
益
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、「
資
本

的
収
支
」
は
、

約
４
，
３
４
９

万
円
の
マ
イ
ナ

ス
と
な
り
ま
し

た
。
不
足
分
は

過
年
度
分
損
益

勘
定
留
保
資
金

で
補
填
し
て
い

ま
す
。

（
２
）
公
営
企
業
会
計

（１） 各会計の決算状況

　

一
会
計
年
度
（
4
月
1
日
か
ら
翌
年
3

月
31
日
ま
で
）
の
歳
入
歳
出
予
算
に
対
す

る
実
績
で
、
行
政
活
動
の
結
果
を
集
約
し

た
も
の
で
す
。

『
決
算
と
は
』

　

毎
年
度
、
町
長
が
前
年
度
の
一
般
会
計
、

特
別
会
計
、
企
業
会
計
な
ど
、
各
種
会
計

決
算
の
認
定
に
係
る
議
案
を
議
会
に
提
出

し
、
議
会
は
予
算
が
目
的
に
沿
っ
て
効
果

的
、
効
率
的
に
執
行
さ
れ
て
い
た
か
を
審

査
し
ま
す
。
河
合
町
議
会
で
は
、
９
月
定

例
会
で
決
算
審
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

委
員
会
で
詳
細
に
審
査
し
た
後
、
本
会
議

で
委
員
会
の
審
査
結
果
が
報
告
さ
れ
、
認

定
、
不
認
定
の
議
決
を
行
い
ま
す
。
令
和

５
年
度
決
算
に
対
し
て
、
9
月
18
日
・
19

日
の
2
日
間
に
わ
た
っ
て
、
議
長
と
議
会

選
出
監
査
委
員
を

除
く
10
人
で
決
算

審
査
を
行
い
、
会

計
ご
と
に
採
決
を

行
い
ま
し
た
。

『
決
算
特
別
委
員
会
と
は
』

①
実
質
収
支
額
は
、
財
政

運
営
の
良
し
悪
し
を
判
断
す
る

１
つ
の
目
安
で
、
プ
ラ
ス
で
あ

れ
ば
黒
字
、
マ
イ
ナ
ス
で
あ
れ

ば
赤
字
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
翌
年
度
繰
越
財
源

と
は
、
予
算
に
計
上
し
て
い
る

事
業
費
等
で
、
年
度
内
に
事
業

が
完
了
で
き
な
か
っ
た
た
め
、

翌
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
で

す
。

　
　

計
算
式
は
、
歳
入
ー
歳
出
ー

翌
年
度
繰
越
財
源
＝
実
質
収
支

額
に
な
り
ま
す
。

②
一
般
会
計
は
、
福
祉
や

教
育
・
建
設
な
ど
、
行
政
運
営

の
基
本
的
な
経
費
を
計
上
し
て

い
る
会
計
で
す
。
令
和
5
年
度

は
、
約
1
億
1
，
1
6
3
万
円

の
黒
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特
別
会
計
は
、
特
定
の

事
業
に
係
る
経
費
を
一
般
会
計

と
区
別
し
て
管
理
す
る
た
め
、

町
の
条
例
に
基
づ
き
設
置
さ
れ

る
会
計
で
す
。
河
合
町
で
は
、

6
つ
の
特
別
会
計
が
あ
り
ま

す
。

令和 5年度 一般会計・特別会計の決算状況 （単位：千円）

一般会計

特
別
会
計

国民健康保険

住宅新築資金等貸付事業

下水道事業

水洗便所改造資金貸付事業

介護保険

後期高齢者医療制度

会計名 歳入

8,479,748

1,930,281

2,555

672,163

2,100

2,054,905

490,363

8,465,641

1,930,281

2,296

645,563

0

2,054,905

489,561

14,107

0

259

26,600

2,100

0

802

2,473

0

0

0

0

0

0

11,634

0

259

26,600

2,100

0

802

歳出 歳入歳出
差引額

翌年度への
繰越財源

実質
収支額

水道
事業
会計

収益的収支
（税抜） 483,639

1,283,700

468,338

1,327,190

15,301

△43,490

収入 支出 収入支出
差引額

令和 5年度 公営企業会計の決算状況 （単位：千円）

資本的収支
（税込）

認定第１号「令和５年度河合町一般会計歳入歳出決算
認定について」
〇賛成少数で不認定。

認定第２号「令和５年度河合町国民健康保険特別会計
歳入歳出決算認定について」
〇賛成多数で認定

認定第３号「令和５年度河合町住宅新築資金等貸付事
業特別会計歳入歳出決算認定について」
〇賛成多数で認定

認定第４号「令和５年度河合町下水道事業特別会計歳
入歳出決算認定について」
〇賛成多数で認定

認定第５号「令和５年度河合町水洗便所改造資金貸付
事業特別会計歳入歳出決算認定について」
〇全員賛成で認定。

認定第６号「令和５年度河合町介護保険特別会計歳入
歳出決算認定について」
〇賛成多数で認定。

認定第７号「令和５年度河合町後期高齢者医療制度特
別会計歳入歳出決算認定について」
〇賛成多数で認定。

認定第８号「令和５年度河合町水道事業会計決算認定
について」
〇賛成多数で認定。

結果報告
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梅野　美智代
議員

うめ   の            み    ち    よ

一 般 質 問

1. 認知症施策について
2.不妊・不育治療の助成制度について
3.子どもの教育環境の整備について

杦本貴司　議員 8ページ

1.クビアカツヤカミキリの対策と今後の公園整備について
2. 大規模災害の避難所のあり方について
3. 自衛隊についての河合町の見解について
4. 米不足について

馬場千惠子　議員 8ページ

1. 本町の避難所について

杦本光清　議員 7ページ

1. 内水対策について
2. 職場環境と住民サ－ビスについて
3. 公民館・体育館の移転後の土地活用について

大西孝幸　議員 9ページ

1. 認知症基本法とヘルプマークの具体化について
2. 災害時における河合町の危機管理について
3.ＡＥＤの屋外設置について
4.行政サービス「書かない窓口」について

佐藤利治　議員 9ページ

1. 主権者教育について
2.これからの都市公園について

中山義英　議員 10ページ

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

　
　

一
般
事
務
職
が
対
応
出
来
る
範
囲
に

は
限
り
が
あ
る
の
が
事
実
で
す
。
そ
の
対

応
策
と
し
て
町
職
員
と
し
て
配
置
す
る
事

を
は
じ
め
様
々
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、

相
談
支
援
体
制
の
整
備
に
努
め
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
総
務
部
次
長
）

　
　

学
校
で
の
ト
ラ
ブ
ル
や
意
見
や
要
望
、

子
供
の
学
び
や
育
ち
に
関
す
る
悩
み
を
相

談
す
る
た
め
、
専
門
的
な
知
識
を
持
っ
た

者
、
校
長
経
験
者
や
心
理
士
、
相
談
員
等

が
保
護
者
と
と
も
に
考
え
、
専
門
的
な
視

点
か
ら
解
決
策
を
考
え
て
い
く
窓
口
を
設

置
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

気
楽
に
相
談
し
や
す
い
こ
と
や
、
保
護

者
対
応
と
授
業
と
保
育
の
準
備
の
両
立
に

追
わ
れ
る
先
生
方
の
負
担
軽
減
に
な
る
こ

と
が
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
　

専
用
窓
口
で
は
な
く
、
学
校
で
の
ト

ラ
ブ
ル
や
意
見
、
要
望
等
の
相
談
に
つ
い

て
は
当
教
育
委
員
会
に
校
長
経
験
者
で
あ

り
学
校
教
育
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を

持
っ
た
指
導
主
事
が
在
籍
し
て
お
り
ま
す

の
で
相
談
ご
と
が
あ
れ
ば
随
時
対
応
し
て

い
る
状
況
で
す
。

　
　

北
葛
城
郡
四
町
で
の
設
置
に
つ
い
て

は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

　
　

本
町
と
し
て
は
近
隣
の
状
況
を
含
め

情
報
収
集
を
行
い
、
広
域
ま
た
は
単
体
で

設
置
す
る
の
が
よ
い
の
か
と
い
う
点
も
含

め
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

（
教
育
部
長
）

　
　

子
育
て
を
し
て
ほ
し
い
人
と
子
育
て

の
お
手
伝
い
を
し
た
い
人
と
で
育
児
の
相

互
活
動
を
行
い
、
仕
事
と
育
児
を
両
立
し

安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く

り
の
た
め
に
、
家
庭
で
子
育
て
を
し
て
い

る
人
が
豊
か
な
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
に
、

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
子
育
て
を
応
援

す
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
活
動
の
導
入

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

　
　

実
施
さ
れ
て
い
る
近
隣
町
を
参
考
に

検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。（

福
祉
部
長
）

　
　

令
和
６
年
度
４
月
施
行
の
改
正
精
神

保
健
福
祉
法
に
お
い
て
、
市
町
村
が
実
施

す
る
精
神
保
健
に
関
す
る
相
談
支
援
に
つ

い
て
精
神
保
健
障
が
い
者
の
ほ
か
精
神
保

健
に
問
題
を
抱
え
る
者
も
対
象
に
な
り
、

心
身
の
状
態
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
の
確

保
を
行
う
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
、
子
ど
も

子
育
て
精
神
医
療
に
つ
い
て
も
注
目
さ
れ

て
お
り
、
子
育
て
世
代
特
有
の
悩
み
の
初

期
相
談
に
対
応
す
る
こ
と
で
虐
待
や
産
後

う
つ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
精
神
福
祉
士
の
設
置
に
つ
い
て

問

問問

答

答

問

答答

通告書
事項

1. 町有地の管理について
2. 国民健康保険証の廃止について
3. 継続課題

坂本博道　議員 7ページ

1.こども子育て支援について

梅野美智代　議員 5ページ

1. 自治体アウトソーシングと行政委嘱ボランティア
　について
2. 職員に対するハラスメントに関するアンケート調査
　について

常盤繁範　議員 6ページ

1. 議員等からの｢働きかけ」について
2.し尿処理事業等の今後について
3. 河合町入札制度抜本的見直しについて

長谷川伸一　議員 6ページ

こ
ど
も
子
育
て
支
援

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

事
業
の
導
入
に
つ
い
て

町
立
小
中
学
校
及
び
こ
ど
も
園
に

通
う
家
庭
の
相
談
窓
口
に
つ
い
て

精
神
福
祉
士
の
設
置
に
つ
い
て

議案第５２号「令和６年度河合町一般会計補正予算につい
て」

マイナンバーカード申請補助委託費の詳細について質疑
があり、理事者からは、現状は住民係の職員が保険証の紐
づけ等を支援しているが、マイナ保険証の施行等で来庁者
の増が見込まれるため、業者委託によりマイナンバーカード
に関する手続き支援体制の強化を図るものであるとの答弁
がありました。
　次に、西穴闇火葬場煙突の解体は煙突だけなのか全てな
のか、また、工法についての質疑があり、理事者からは、大
規模な地震等があった場合、倒壊の恐れがある煙突のみを
解体する。工法については、煙突を輪切りに裁断し、旧上下
水道課敷地からクレーンで吊るして解体していく。火葬炉の
解体については、今後の財政状況を踏まえて検討するとの
答弁がありました。
〇賛成少数で否決

議案第５７号「河合町総合計画策定審議会条例の一部改正に
ついて」
〇全員賛成で可決

議案第５８号「河合町税条例の一部改正について」
私立学校法の一部を改正する法律により、同法の一部が

改正され、条ずれが発生したことに伴い、同法の規定を適用
している箇所についての改正を行うとの事ですが、この条例
改正により町民へのデメリットは発生するのかとの質疑が
あり、理事者からは、私立学校法の変更内容としては、役員
等の資格など各機関の職員運営等の中に制度の見直しに伴
う条ずれのため、住民へのデメリットとは生じないとの答弁
がありました。

〇全員賛成で可決

請願第２号「議会モニター制度の制定を求める請願につい
て」

この制度の規定を作成するのか、それとも要綱を作成す
るのか。また、モニターの人数や報酬はどうするのか、との
質疑があり、添付している資料は参考の為であり、作成につ
いては、全議員でしっかり話し合っていきたいとの回答があ
りました。

〇賛成多数で採択

総務文教常任委員会結果報告

議案第５３号「令和６年度 河合町住宅新築資金等貸付事業特
別会計補正予算について」
○主な内容

令和5年度決算額確定に伴う操出金の増額補正。
〇結果
　全員賛成で可決

議案第５４号「令和６年度 河合町介護保険特別会計補正予算
について」
○主な内容

令和5年度介護給付費負担金等の清算に伴う予算の補
正。
〇結果
全員賛成で可決

議案第５５号「令和６年度 河合町後期高齢者医療制度特別
会計補正予算について」
○主な内容

後期高齢者医療広域連合への令和5年度分納付金に伴う
予算の補正。
〇結果
全員賛成で可決

議案第５６号「令和６年度 河合町下水道事業会計補正予算に
ついて」
○主な内容

児童手当の拡充に伴い、人件費の増額による予算の補
正。
〇結果
全員賛成で可決

議案第５９号「河合町ひとり親家庭等医療費助成条例の一部
改正について」
○主な内容

「児童扶養手当法施行令」の一部改正に伴う、条例の一
部改正。このことにより、所得制限が緩和されることになっ
た。
〇結果
全員賛成で可決

議案第６０号「河合町国民健康保険条例の一部改正につい
て」
○主な内容
　マイナ保険証（保険証利用登録がされたマイナンバーカー
ド）の施行に向けた条例の一部改正。このことにより、罰則
規定が削除されることになった。
〇結果
賛成多数で可決

議案第６１号「奈良県広域水道企業団の設立について」
○主な内容
　令和7年度より開始される水道事業運営にあたって、県と
県内26市町村で構成する「奈良県広域水道企業団」の設立
に伴い、新たに制定される「奈良県広域水道企業団規約」
の承認について。

〇結果
賛成多数で可決

議案第６２号「奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更に
ついて」
○主な内容
　マイナ保険証の施行に向けた規約の一部変更。このこと
により、市町村が発行する資格確認書等が示されることに
なった。
〇結果
賛成多数で可決

議案第６３号「奈良広域水質検査センター組合規約の変更に
ついて」
議案第６４号「奈良広域水質検査センター組合の解散につい
て」
議案第６５号「奈良広域水質検査センター組合の解散に伴う
財産処分について」
　「奈良県広域水道企業団」の設立に伴い、「奈良広域水
質検査センター組合規約」の一部変更及び解散に伴う財産
処分に関する協議書について。
〇結果
全員賛成で可決

厚生建設常任委員会結果報告
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梅野　美智代
議員

うめ   の            み    ち    よ

一 般 質 問

1. 認知症施策について
2.不妊・不育治療の助成制度について
3.子どもの教育環境の整備について

杦本貴司　議員 8ページ

1.クビアカツヤカミキリの対策と今後の公園整備について
2. 大規模災害の避難所のあり方について
3. 自衛隊についての河合町の見解について
4. 米不足について

馬場千惠子　議員 8ページ

1. 本町の避難所について

杦本光清　議員 7ページ

1. 内水対策について
2. 職場環境と住民サ－ビスについて
3. 公民館・体育館の移転後の土地活用について

大西孝幸　議員 9ページ

1. 認知症基本法とヘルプマークの具体化について
2. 災害時における河合町の危機管理について
3.ＡＥＤの屋外設置について
4.行政サービス「書かない窓口」について

佐藤利治　議員 9ページ

1. 主権者教育について
2.これからの都市公園について

中山義英　議員 10ページ

ま
す
。
精
神
福
祉
士
の
設
置
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。

　
　

一
般
事
務
職
が
対
応
出
来
る
範
囲
に

は
限
り
が
あ
る
の
が
事
実
で
す
。
そ
の
対

応
策
と
し
て
町
職
員
と
し
て
配
置
す
る
事

を
は
じ
め
様
々
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、

相
談
支
援
体
制
の
整
備
に
努
め
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
総
務
部
次
長
）

　
　

学
校
で
の
ト
ラ
ブ
ル
や
意
見
や
要
望
、

子
供
の
学
び
や
育
ち
に
関
す
る
悩
み
を
相

談
す
る
た
め
、
専
門
的
な
知
識
を
持
っ
た

者
、
校
長
経
験
者
や
心
理
士
、
相
談
員
等

が
保
護
者
と
と
も
に
考
え
、
専
門
的
な
視

点
か
ら
解
決
策
を
考
え
て
い
く
窓
口
を
設

置
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

気
楽
に
相
談
し
や
す
い
こ
と
や
、
保
護

者
対
応
と
授
業
と
保
育
の
準
備
の
両
立
に

追
わ
れ
る
先
生
方
の
負
担
軽
減
に
な
る
こ

と
が
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
　

専
用
窓
口
で
は
な
く
、
学
校
で
の
ト

ラ
ブ
ル
や
意
見
、
要
望
等
の
相
談
に
つ
い

て
は
当
教
育
委
員
会
に
校
長
経
験
者
で
あ

り
学
校
教
育
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を

持
っ
た
指
導
主
事
が
在
籍
し
て
お
り
ま
す

の
で
相
談
ご
と
が
あ
れ
ば
随
時
対
応
し
て

い
る
状
況
で
す
。

　
　

北
葛
城
郡
四
町
で
の
設
置
に
つ
い
て

は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

　
　

本
町
と
し
て
は
近
隣
の
状
況
を
含
め

情
報
収
集
を
行
い
、
広
域
ま
た
は
単
体
で

設
置
す
る
の
が
よ
い
の
か
と
い
う
点
も
含

め
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

（
教
育
部
長
）

　
　

子
育
て
の
手
助
け
を
し
て
ほ
し
い
人

と
子
育
て
の
お
手
伝
い
を
し
た
い
人
と
で

育
児
の
相
互
活
動
を
行
い
、
仕
事
と
育
児

を
両
立
し
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る

環
境
づ
く
り
の
た
め
に
、
家
庭
で
子
育
て

を
し
て
い
る
人
が
豊
か
な
子
育
て
が
で
き

る
よ
う
に
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
子

育
て
を
応
援
す
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

活
動
の
導
入
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
ま
す
か
。

　
　

実
施
さ
れ
て
い
る
近
隣
町
に
準
備
期

間
や
課
題
に
つ
い
て
聞
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
本
町
で
も
検

討
し
て
い
き
ま
す
。 

  

（
福
祉
部
長
）

　
　

令
和
６
年
度
４
月
施
行
の
改
正
精
神

保
健
福
祉
法
に
お
い
て
、
市
町
村
が
実
施

す
る
精
神
保
健
に
関
す
る
相
談
支
援
に
つ

い
て
精
神
障
が
い
者
の
ほ
か
精
神
保
健
に

課
題
を
抱
え
る
者
も
対
象
に
な
り
、
心
身

の
状
態
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
の
確
保
を

行
う
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
、
子
ど
も
子
育

て
精
神
医
療
に
つ
い
て
も
注
目
さ
れ
て
お

り
、
子
育
て
世
代
特
有
の
悩
み
の
初
期
相

談
に
対
応
す
る
こ
と
で
虐
待
や
産
後
う
つ

等
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い

問

問問

答

答

問

答答

通告書
事項

1. 町有地の管理について
2. 国民健康保険証の廃止について
3. 継続課題

坂本博道　議員 7ページ

1.こども子育て支援について

梅野美智代　議員 5ページ

1. 自治体アウトソーシングと行政委嘱ボランティア
　について
2. 職員に対するハラスメントに関するアンケート調査
　について

常盤繁範　議員 6ページ

1. 議員等からの｢働きかけ」について
2.し尿処理事業等の今後について
3. 河合町入札制度抜本的見直しについて

長谷川伸一　議員 6ページ

こ
ど
も
子
育
て
支
援

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

事
業
の
導
入
に
つ
い
て

町
立
小
中
学
校
及
び
こ
ど
も
園
に

通
う
家
庭
の
相
談
窓
口
に
つ
い
て

精
神
福
祉
士
の
設
置
に
つ
い
て

議案第５２号「令和６年度河合町一般会計補正予算につい
て」

マイナンバーカード申請補助委託費の詳細について質疑
があり、理事者からは、現状は住民係の職員が保険証の紐
づけ等を支援しているが、マイナ保険証の施行等で来庁者
の増が見込まれるため、業者委託によりマイナンバーカード
に関する手続き支援体制の強化を図るものであるとの答弁
がありました。
　次に、西穴闇火葬場煙突の解体は煙突だけなのか全てな
のか、また、工法についての質疑があり、理事者からは、大
規模な地震等があった場合、倒壊の恐れがある煙突のみを
解体する。工法については、煙突を輪切りに裁断し、旧上下
水道課敷地からクレーンで吊るして解体していく。火葬炉の
解体については、今後の財政状況を踏まえて検討するとの
答弁がありました。
〇賛成少数で否決

議案第５７号「河合町総合計画策定審議会条例の一部改正に
ついて」
〇全員賛成で可決

議案第５８号「河合町税条例の一部改正について」
私立学校法の一部を改正する法律により、同法の一部が

改正され、条ずれが発生したことに伴い、同法の規定を適用
している箇所についての改正を行うとの事ですが、この条例
改正により町民へのデメリットは発生するのかとの質疑が
あり、理事者からは、私立学校法の変更内容としては、役員
等の資格など各機関の職員運営等の中に制度の見直しに伴
う条ずれのため、住民へのデメリットとは生じないとの答弁
がありました。
〇全員賛成で可決

請願第２号「議会モニター制度の制定を求める請願につい
て」

この制度の規定を作成するのか、それとも要綱を作成す
るのか。また、モニターの人数や報酬はどうするのか、との
質疑があり、添付している資料は参考の為であり、作成につ
いては、全議員でしっかり話し合っていきたいとの回答があ
りました。

〇賛成多数で採択

総務文教常任委員会結果報告

議案第５３号「令和６年度 河合町住宅新築資金等貸付事業特
別会計補正予算について」
○主な内容
令和5年度決算額確定に伴う操出金の増額補正。

〇結果
　全員賛成で可決

議案第５４号「令和６年度 河合町介護保険特別会計補正予算
について」
○主な内容

令和5年度介護給付費負担金等の清算に伴う予算の補
正。
〇結果
全員賛成で可決

議案第５５号「令和６年度 河合町後期高齢者医療制度特別
会計補正予算について」
○主な内容

後期高齢者医療広域連合への令和5年度分納付金に伴う
予算の補正。
〇結果
全員賛成で可決

議案第５６号「令和６年度 河合町下水道事業会計補正予算に
ついて」
○主な内容

児童手当の拡充に伴い、人件費の増額による予算の補
正。
〇結果
全員賛成で可決

議案第５９号「河合町ひとり親家庭等医療費助成条例の一部
改正について」
○主な内容

「児童扶養手当法施行令」の一部改正に伴う、条例の一
部改正。このことにより、所得制限が緩和されることになっ
た。
〇結果
全員賛成で可決

議案第６０号「河合町国民健康保険条例の一部改正につい
て」
○主な内容
　マイナ保険証（保険証利用登録がされたマイナンバーカー
ド）の施行に向けた条例の一部改正。このことにより、罰則
規定が削除されることになった。
〇結果
賛成多数で可決

議案第６１号「奈良県広域水道企業団の設立について」
○主な内容
　令和7年度より開始される水道事業運営にあたって、県と
県内26市町村で構成する「奈良県広域水道企業団」の設立
に伴い、新たに制定される「奈良県広域水道企業団規約」
の承認について。

〇結果
賛成多数で可決

議案第６２号「奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更に
ついて」
○主な内容
　マイナ保険証の施行に向けた規約の一部変更。このこと
により、市町村が発行する資格確認書等が示されることに
なった。
〇結果
賛成多数で可決

議案第６３号「奈良広域水質検査センター組合規約の変更に
ついて」
議案第６４号「奈良広域水質検査センター組合の解散につい
て」
議案第６５号「奈良広域水質検査センター組合の解散に伴う
財産処分について」
　「奈良県広域水道企業団」の設立に伴い、「奈良広域水
質検査センター組合規約」の一部変更及び解散に伴う財産
処分に関する協議書について。
〇結果
全員賛成で可決

厚生建設常任委員会結果報告
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起
こ
っ
た
際
に
稼
働
さ
せ
る
た
め
の
非
常

電
源
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他

の
避
難
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
時
点
で

は
未
整
備
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
他
の
避
難
所
に
つ
き
ま
し
て
も
、

大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
際
に
は
、
多

く
の
住
民
の
方
が
避
難
さ
れ
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
た
め
、
限
ら
れ
た
予
算
で
は
あ

り
ま
す
が
、
出
来
る
限
り
早
く
整
備
し
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
総
務
部
）

　
　

町
民
の
皆
様
が
避
難
さ
れ
る
第
一
小

学
校
、
第
二
小
学
校
、
旧
第
三
小
学
校
、

そ
し
て
福
祉
避
難
所
と
な
っ
て
い
る
総
合

福
祉
会
館
、
こ
の
４
箇
所
の
広
域
避
難
所

に
「
か
ま
ど
ベ
ン
チ
」
を
設
置
す
べ
き
と

考
え
る
が
、
町
の
見
解
は
？

　
　

ご
提
案
い
た
だ
き
ま
し
た
４
箇
所
の

広
域
避
難
所
に
つ
き
ま
し
て
、「
か
ま
ど
ベ

ン
チ
」
の
必
要
性
は
認
識
し
て
お
り
ま
す

が
、
町
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
ま
ず
設
備

が
整
い
に
く
く
お
湯
の
調
達
等
が
難
し
い

と
思
わ
れ
る
、
地
域
の
公
園
等
に
優
先
的

に
設
置
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
総
務
部
）

　
　

今
回
の
旧
第
三
小
学
校
改
修
工
事
で

避
難
所
と
し
て
比
較
的
過
ご
し
や
す
い
避

難
所
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
第
一

小
学
校
に
も
第
二
小
学
校
に
も
多
く
の
方

が
避
難
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

第
一
小
学
校
と
第
二
小
学
校
に
も
非
常
用

電
源
の
整
備
が
必
要
と
考
え
る
が
、
町
の

見
解
は
？

　
　

今
回
、
旧
第
三
小
学
校
に
整
備
し
た

避
難
所
に
は
、
エ
ア
コ
ン
や
照
明
等
の
電

気
設
備
に
つ
き
ま
し
て
、
不
測
の
事
態
が

　
　

当
該
建
物
は
親
が
建
て
た
家
で
、
小
さ

い
頃
か
ら
住
ん
で
い
た
。
土
地
は
町
か
ら
借

り
、
建
物
に
係
る
固
定
資
産
税
も
払
っ
て
い

る
と
思
っ
て
い
た
。
10
年
ほ
ど
前
に
問
題
認

識
し
、
町
に
売
却
を
要
望
し
た
が
実
現
し
な

か
っ
た
。
3
年
前
に
転
居
し
て
い
る
。
町
長

と
し
て
道
義
的
責
任
が
あ
り
、
し
っ
か
り
対

応
し
た
い
。
固
定
資
産
税
も
過
去
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
払
え
る
も
の
な
ら
払
い
た
い
。（
9

月
11
日
、「
土
地
は
更
地
に
し
て
返
し
た
い
」

と
議
場
で
発
言
さ
れ
た
） 

　
　

   

（
町
長
）

　
　

保
険
者
と
し
て
療
養
給
付
責
任
、
保
険

証
新
規
発
行
廃
止
後
の
対
応
、
国
保
被
保
険

者
全
員
に
資
格
確
認
書
の
職
権
交
付
に
つ
い

て
。

　
　

国
保
、
後
期
高
齢
保
険
で
マ
イ
ナ
保
険

証
に
紐
づ
け
約
60
％
。
療
養
給
付
は
保
険
者

の
義
務
。
マ
イ
ナ
保
険
証
の
な
い
被
保
険
者

に
は
資
格
確
認
書
を
交
付
す
る
。
国
保
被
保

険
者
で
70
歳
、
75
歳
に
な
る
方
は
3
8
6
人

（
有
効
期
間
は
誕
生
月
で
切
れ
、
資
格
確
認

書
に
な
る
）
福
祉
医
療
資
格
は
各
受
給
者
証

で
確
認
。
資
格
確
認
書
交
付
は
国
の
方
針
通

り
。 

 

 

　
　
（
福
祉
部
）

　
　

保
育
所
待
機
児
童
の
状
況
と
今
後
の
対

応
に
つ
い
て
。

　
　

現
在
2
名
、
他
町
の
施
設
等
も
活
用
し

な
が
ら
対
応
し
た
い
。 

　
　
（
福
祉
部
）

　
　

地
域
猫
活
動
の
状
況
と
今
後
の
取
組
に

つ
い
て
。

　
　
「
さ
く
ら
ね
こ
無
料
不
妊
手
術
事
業
」

は
1
団
体
で
実
施
・
1
団
体
が
実
施
予
定
、

今
後
も
町
民
に
周
知
し
た
い
。

 

 

 

（
生
活
環
境
部
）

①
山
坊
地
内
の
退
去
を
求
め
て
い
る
町
有
地

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

②「
地
番
河
合
町
穴
闇
１
３
５
番
１
」
の
土

地
は
、「
私
有
地
」
か
「
公
有
地
」
か
。「
固

定
資
産
税
（
土
地
、
建
物
）」
は
賦
課
さ

れ
て
い
る
か
、
町
と
し
て
の
管
理
責
任
は

ど
う
か
。

①
交
渉
中
、
撤
去
前
提
に
早
く
解
決
し
た
い
。

（
総
務
部
）

②
昭
和
51
年
、
国
か
ら
払
い
下
げ
を
受
け
た

町
有
地
。
固
定
資
産
税
、
土
地
は
非
課
税
、

建
物
は
課
税
台
帳
に
記
載
な
く
賦
課
し
て

い
な
い
。
町
有
地
使
用
の
契
約
等
は
な
い
。

払
下
げ
時
に
は
建
物
あ
り
、
町
有
地
管
理

と
し
て
不
適
切
だ
っ
た
。 　
　
（
総
務
部
）

　

隣
接
地
も
含
め
て
土
地
の
区
画
整
理
を
お

こ
な
う
。
ま
た
、
当
該
土
地
に
建
っ
て
い
る

建
物
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
税
す

べ
き
だ
と
思
う
。  

　
　
　
（
町
長
）

　
　

こ
の
家
屋
は
、
公
人
森
川
町
長
の
住
居

か
。
町
有
地
に
家
を
建
て
、
固
定
資
産
税
を

未
納
（
賦
課
さ
れ
ず
）
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

か
。「
身
を
切
る
改
革
」
に
も
反
す
る
、
住

民
へ
の
説
明
責
任
は
ど
う
か
。

問

問問

問

答答 問問

答

安
心
・
安
全
の
避
難
所
に
む
け
て

答答答問答

町
有
地
の
管
理
に
つ
い
て

〜
森
川
町
長
町
有
地
に
家
を
建
て
、

固
定
資
産
税
未
納

国
民
健
康
保
険
証
の
廃
止
に
つ
い
て

継
続
課
題

坂本　博道
議員

さか もと        ひろ みち

杦本　光清
議員

すぎもと　　　　みつきよ

い
状
況
で
す
。
限
ら
れ
た
少
な
い
予
算
の

中
で
毎
年
下
水
道
工
事
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

•
下
水
道
使
用
料
の
改
定
は
ど
の
よ
う
に

計
画
し
て
い
ま
す
か
。

•
改
定
前
に
検
討
協
議
会
を
設
置
し
て
協

議
し
な
け
れ
ば
と
思
う
が
ど
う
す
る
予

定
で
す
か
。

•
令
和
７
年
度
当
初
よ
り
変
更
す
る
た
め

今
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

•
使
用
料
検
討
委
員
会
等
の
場
で
協
議
を

行
う
必
要
が
あ
る
。
第
一
回
の
委
員
会

を
10
月
初
旬
か
ら
開
始
す
る
予
定
で
す
。

 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
長
）

　

町
は
随
意
契
約
、
指
名
競
争
入
札
、
一

般
競
争
入
札
で
土
木
、
建
設
、
業
務
、
物

品
購
入
等
発
注
し
て
い
ま
す
。
令
和
５
年

度
は
総
額
で
約
18
億
円
に
上
っ
て
い
ま
す
。

随
意
契
約
や
指
名
競
争
入
札
に
よ
る
発
注

の
中
に
、
疑
義
が
生
ず
る
契
約
発
注
が
あ

り
ま
す
。
入
札
制
度
の
根
本
理
念
は「
健

全
な
競
争
性
」、「
公
平
性
」、「
透
明
性
」そ

し
て「
公
正
性
」で
す
。
こ
れ
ら
の
観
点
か

ら
一
般
質
問
し
ま
し
た
。

　

町
は
昨
年
７
月
に「
河
合
町
議
員
の
職

務
に
関
す
る
要
望
等
の
記
録
等
に
関
す
る

要
綱
」を
策
定
。
今
年
８
月
末
ま
で
に
議

員
か
ら
の
要
望
記
録
件
数
は
27
件
、
議
員

以
外
か
ら
は
１
４
９
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
記
録
な
ど
を
公
表
す
る
決
ま
り

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

公
平
か
つ
公
正
な
基
準
で
公
示
さ
れ

る
こ
と
を
強
く
求
め
ま
す
。
ど
の
よ
う
な

基
準
に
て
公
示
し
ま
す
か
。

　
　

議
員
か
ら
の
要
望
等
に
つ
い
て
は
、

定
期
的
に
公
表
す
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、

ど
う
い
っ
た
要
望
を
規
定
に
基
づ
き
公
示

対
象
外
と
す
る
か
な
ど
運
用
に
つ
い
て
法

務
管
理
主
任（
町
の
弁
護
士
）に
確
認
す
る

な
ど
慎
重
に
作
業
を
進
め
ま
す
。

 

（
総
務
部
次
長
）

　

河
合
町
下
水
道
特
別
会
計
は
年
約
７
億

円
の
規
模
で
す
。
公
債
費（
元
利
償
還
）が

約
３
億
数
千
万
円
で
歳
出
の
半
分
を
占
め

て
い
ま
す
。
一
方
歳
入
の
面
で
は
、
住
民

か
ら
の
下
水
道
使
用
料
は
約
２
億
３
千
万

円
、
そ
し
て
毎
年
、
町
の
一
般
会
計
か
ら

２
億
数
千
万
円
を
繰
入
れ
し
て
い
る
厳
し

答 問

問答

議
員
か
ら
の
働
き
か
け

（
不
当
要
求
）に
つ
い
て

河
合
町
入
札
制
度

抜
本
的
見
直
し
に
つ
い
て

し
尿
処
理
・
下
水
道
事
業
の

今
後
に
つ
い
て

　
　

各
部
人
材
資
源
が
限
ら
れ
、
急
遽
の

退
職
者
や
休
職
者
が
あ
る
中
、Ｄ
Ｘ（
デ
ジ

タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
推

進
の
進
捗
状
況
は
。

　
　

河
合
町
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
を
全

体
的
な
方
針
と
し
て
定
め
ま
し
て
、
自
治

体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
、
オ
ン
ラ
イ

ン
化
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
専
門
的
か
つ
先
進
的
技

術
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。 

（
総
務
部
次
長
）

　

関
連
事
項
と
し
て
、「
道
路
損
傷
等
報
告

フ
ォ
ー
ム
」を
構
築（
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
）

ま
と
め
）
加
え
て
関
連
事
項
の
質
疑
を
行

い
、
以
下
の
提
言
を
し
ま
し
た
。

❶
文
字
音
声
変
換
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

活
用
促
進

❷
❶
の
ア
プ
リ
と
Ｒ
Ｐ
Ａ（
ロ
ボ
テ
ィ
ッ

ク
・
プ
ロ
セ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
）

を
連
携
さ
せ
、
町
民
へ
の
対
応
業
務
に

活
用

❸
紙
ベ
ー
ス
保
管
文
書
の
Ｏ
Ｃ
Ｒ
化
と

Ａ
I　

Ｏ
Ｃ
Ｒ
を
導
入
し
活
用

❹
毎
年
度
同
様
の
業
務
内
容
で
発
注
し
て

い
る
委
託
業
務
は
、
複
数
年
包
括
契
約

❺
本
庁
舎
外
の
施
設
管
理
業
務
や
行
政
申

請
業
務
等
を
外
部
委
託
し
、
自
治
体
職

員
を
本
庁
舎
業
務
へ
集
約

　

現
在
ま
で
未
実
施
。
現
状
把
握
の
た
め
、

議
員
な
ど
含
め
た
特
別
職
も
対
象
と
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
を
質
疑
を
通
し
て
要
望

し
ま
し
た
。

　

自
治
体
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と
は
、
自

治
体
業
務
に
必
要
な
人
材
や
サ
ー
ビ
ス
を
、

外
部
か
ら
調
達
し
、
業
務
効
率
化
や
生
産

性
向
上
な
ど
を
目
指
す
こ
と
を
前
提
に
、

業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
を
い
い
ま

す
。
手
法
と
し
て
は
、Ｂ
Ｐ
Ｏ（
ビ
ジ
ネ
ス
・

プ
ロ
セ
ス
・
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
）、
業
務

代
行
、
民
間
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
行
政
委

嘱
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。
背
景
と
し
て
、
以
下

の
３
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

❶
少
子
高
齢
化
の
加
速
に
よ
る
労
働
人
口

減
少
に
伴
う
人
材
不
足

❷
社
会
環
境
の
変
化
と
と
も
に
多
様
化
す

る
市
民
の
要
望
へ
の
対
応

❸
緊
急
課
題
と
な
っ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
変

革
へ
の
推
進

　
　

各
部
署
の
取
組
状
況
と
実
情
を
伺
い

ま
す
。

　
　

各
部
断
片
的
な
Ｂ
Ｐ
Ｏ
活
用
、
も
し

く
は
活
用
な
し
。
必
要
性
に
則
し
た
業
務

代
行
活
用
。
行
政
委
嘱
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

つ
い
て
は
、総
務
部
パ
ー
ト
ナ
ー
フ
ェ
ロ
ー

事
業
、
福
祉
部
厚
生
労
働
省
委
嘱
事
業
等
、

生
活
環
境
部
な
し
、
町
づ
く
り
推
進
部
な

し
、
教
育
委
員
会
教
育
振
興
部
、
学
校
地

域
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
な
ど
あ
り
。

（
各
部
部
長
・
次
長
）

問
自
治
体
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と

行
政
委
嘱
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て

職
員
に
対
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
に
つ
い
て

答

問答

常盤　繁範
議員

  ときわ            しげ のり

長谷川　伸一
議員

は    せ   がわ         しん いち
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起
こ
っ
た
際
に
稼
働
さ
せ
る
た
め
の
非
常

電
源
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他

の
避
難
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
時
点
で

は
未
整
備
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
他
の
避
難
所
に
つ
き
ま
し
て
も
、

大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
際
に
は
、
多

く
の
住
民
の
方
が
避
難
さ
れ
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
た
め
、
限
ら
れ
た
予
算
で
は
あ

り
ま
す
が
、
出
来
る
限
り
早
く
整
備
し
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
総
務
部
）

　
　

町
民
の
皆
様
が
避
難
さ
れ
る
第
一
小

学
校
、
第
二
小
学
校
、
旧
第
三
小
学
校
、

そ
し
て
福
祉
避
難
所
と
な
っ
て
い
る
総
合

福
祉
会
館
、
こ
の
４
箇
所
の
広
域
避
難
所

に
「
か
ま
ど
ベ
ン
チ
」
を
設
置
す
べ
き
と

考
え
る
が
、
町
の
見
解
は
？

　
　

ご
提
案
い
た
だ
き
ま
し
た
４
箇
所
の

広
域
避
難
所
に
つ
き
ま
し
て
、「
か
ま
ど
ベ

ン
チ
」
の
必
要
性
は
認
識
し
て
お
り
ま
す

が
、
町
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
ま
ず
設
備

が
整
い
に
く
く
お
湯
の
調
達
等
が
難
し
い

と
思
わ
れ
る
、
地
域
の
公
園
等
に
優
先
的

に
設
置
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
総
務
部
）

　
　

今
回
の
旧
第
三
小
学
校
改
修
工
事
で

避
難
所
と
し
て
比
較
的
過
ご
し
や
す
い
避

難
所
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
第
一

小
学
校
に
も
第
二
小
学
校
に
も
多
く
の
方

が
避
難
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

第
一
小
学
校
と
第
二
小
学
校
に
も
非
常
用

電
源
の
整
備
が
必
要
と
考
え
る
が
、
町
の

見
解
は
？

　
　

今
回
、
旧
第
三
小
学
校
に
整
備
し
た

避
難
所
に
は
、
エ
ア
コ
ン
や
照
明
等
の
電

気
設
備
に
つ
き
ま
し
て
、
不
測
の
事
態
が

　
　

当
該
建
物
は
親
が
建
て
た
家
で
、
小
さ

い
頃
か
ら
住
ん
で
い
た
。
土
地
は
町
か
ら
借

り
、
建
物
に
係
る
固
定
資
産
税
も
払
っ
て
い

る
と
思
っ
て
い
た
。
10
年
ほ
ど
前
に
問
題
認

識
し
、
町
に
売
却
を
要
望
し
た
が
実
現
し
な

か
っ
た
。
3
年
前
に
転
居
し
て
い
る
。
町
長

と
し
て
道
義
的
責
任
が
あ
り
、
し
っ
か
り
対

応
し
た
い
。
固
定
資
産
税
も
過
去
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
払
え
る
も
の
な
ら
払
い
た
い
。（
9

月
11
日
、「
土
地
は
更
地
に
し
て
返
し
た
い
」

と
議
場
で
発
言
さ
れ
た
） 

　
　

   

（
町
長
）

　
　

保
険
者
と
し
て
療
養
給
付
責
任
、
保
険

証
新
規
発
行
廃
止
後
の
対
応
、
国
保
被
保
険

者
全
員
に
資
格
確
認
書
の
職
権
交
付
に
つ
い

て
。

　
　

国
保
、
後
期
高
齢
保
険
で
マ
イ
ナ
保
険

証
に
紐
づ
け
約
60
％
。
療
養
給
付
は
保
険
者

の
義
務
。
マ
イ
ナ
保
険
証
の
な
い
被
保
険
者

に
は
資
格
確
認
書
を
交
付
す
る
。
国
保
被
保

険
者
で
70
歳
、
75
歳
に
な
る
方
は
3
8
6
人

（
有
効
期
間
は
誕
生
月
で
切
れ
、
資
格
確
認

書
に
な
る
）
福
祉
医
療
資
格
は
各
受
給
者
証

で
確
認
。
資
格
確
認
書
交
付
は
国
の
方
針
通

り
。 

 

 

　
　
（
福
祉
部
）

　
　

保
育
所
待
機
児
童
の
状
況
と
今
後
の
対

応
に
つ
い
て
。

　
　

現
在
2
名
、
他
町
の
施
設
等
も
活
用
し

な
が
ら
対
応
し
た
い
。 

　
　
（
福
祉
部
）

　
　

地
域
猫
活
動
の
状
況
と
今
後
の
取
組
に

つ
い
て
。

　
　
「
さ
く
ら
ね
こ
無
料
不
妊
手
術
事
業
」

は
1
団
体
で
実
施
・
1
団
体
が
実
施
予
定
、

今
後
も
町
民
に
周
知
し
た
い
。

 

 

 

（
生
活
環
境
部
）

①
山
坊
地
内
の
退
去
を
求
め
て
い
る
町
有
地

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

②「
地
番
河
合
町
穴
闇
１
３
５
番
１
」
の
土

地
は
、「
私
有
地
」
か
「
公
有
地
」
か
。「
固

定
資
産
税
（
土
地
、
建
物
）」
は
賦
課
さ

れ
て
い
る
か
、
町
と
し
て
の
管
理
責
任
は

ど
う
か
。

①
交
渉
中
、
撤
去
前
提
に
早
く
解
決
し
た
い
。

（
総
務
部
）

②
昭
和
51
年
、
国
か
ら
払
い
下
げ
を
受
け
た

町
有
地
。
固
定
資
産
税
、
土
地
は
非
課
税
、

建
物
は
課
税
台
帳
に
記
載
な
く
賦
課
し
て

い
な
い
。
町
有
地
使
用
の
契
約
等
は
な
い
。

払
下
げ
時
に
は
建
物
あ
り
、
町
有
地
管
理

と
し
て
不
適
切
だ
っ
た
。 　
　
（
総
務
部
）

　

隣
接
地
も
含
め
て
土
地
の
区
画
整
理
を
お

こ
な
う
。
ま
た
、
当
該
土
地
に
建
っ
て
い
る

建
物
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
を
課
税
す

べ
き
だ
と
思
う
。  

　
　
　
（
町
長
）

　
　

こ
の
家
屋
は
、
公
人
森
川
町
長
の
住
居

か
。
町
有
地
に
家
を
建
て
、
固
定
資
産
税
を

未
納
（
賦
課
さ
れ
ず
）
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

か
。「
身
を
切
る
改
革
」
に
も
反
す
る
、
住

民
へ
の
説
明
責
任
は
ど
う
か
。

問

問問

問

答答 問問

答

安
心
・
安
全
の
避
難
所
に
む
け
て

答答答問答

町
有
地
の
管
理
に
つ
い
て

〜
森
川
町
長
町
有
地
に
家
を
建
て
、

固
定
資
産
税
未
課
税

国
民
健
康
保
険
証
の
廃
止
に
つ
い
て

継
続
課
題

坂本　博道
議員

さか もと        ひろ みち

杦本　光清
議員

すぎもと　　　　みつきよ

い
状
況
で
す
。
限
ら
れ
た
少
な
い
予
算
の

中
で
毎
年
下
水
道
工
事
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

•
下
水
道
使
用
料
の
改
定
は
ど
の
よ
う
に

計
画
し
て
い
ま
す
か
。

•
改
定
前
に
検
討
協
議
会
を
設
置
し
て
協

議
し
な
け
れ
ば
と
思
う
が
ど
う
す
る
予

定
で
す
か
。

•
令
和
７
年
度
当
初
よ
り
変
更
す
る
た
め

今
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

•
使
用
料
検
討
委
員
会
等
の
場
で
協
議
を

行
う
必
要
が
あ
る
。
第
一
回
の
委
員
会

を
10
月
初
旬
か
ら
開
始
す
る
予
定
で
す
。

 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
長
）

　

町
は
随
意
契
約
、
指
名
競
争
入
札
、
一

般
競
争
入
札
で
土
木
、
建
設
、
業
務
、
物

品
購
入
等
発
注
し
て
い
ま
す
。
令
和
５
年

度
は
総
額
で
約
18
億
円
に
上
っ
て
い
ま
す
。

随
意
契
約
や
指
名
競
争
入
札
に
よ
る
発
注

の
中
に
、
疑
義
が
生
ず
る
契
約
発
注
が
あ

り
ま
す
。
入
札
制
度
の
根
本
理
念
は「
健

全
な
競
争
性
」、「
公
平
性
」、「
透
明
性
」そ

し
て「
公
正
性
」で
す
。
こ
れ
ら
の
観
点
か

ら
一
般
質
問
し
ま
し
た
。

　

町
は
昨
年
７
月
に「
河
合
町
議
員
の
職

務
に
関
す
る
要
望
等
の
記
録
等
に
関
す
る

要
綱
」を
策
定
。
今
年
８
月
末
ま
で
に
議

員
か
ら
の
要
望
記
録
件
数
は
27
件
、
議
員

以
外
か
ら
は
１
４
９
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
記
録
な
ど
を
公
表
す
る
決
ま
り

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

公
平
か
つ
公
正
な
基
準
で
公
示
さ
れ

る
こ
と
を
強
く
求
め
ま
す
。
ど
の
よ
う
な

基
準
に
て
公
示
し
ま
す
か
。

　
　

議
員
か
ら
の
要
望
等
に
つ
い
て
は
、

定
期
的
に
公
表
す
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、

ど
う
い
っ
た
要
望
を
規
定
に
基
づ
き
公
示

対
象
外
と
す
る
か
な
ど
運
用
に
つ
い
て
法

務
管
理
主
任（
町
の
弁
護
士
）に
確
認
す
る

な
ど
慎
重
に
作
業
を
進
め
ま
す
。

 

（
総
務
部
次
長
）

　

河
合
町
下
水
道
特
別
会
計
は
年
約
７
億

円
の
規
模
で
す
。
公
債
費（
元
利
償
還
）が

約
３
億
数
千
万
円
で
歳
出
の
半
分
を
占
め

て
い
ま
す
。
一
方
歳
入
の
面
で
は
、
住
民

か
ら
の
下
水
道
使
用
料
は
約
２
億
３
千
万

円
、
そ
し
て
毎
年
、
町
の
一
般
会
計
か
ら

２
億
数
千
万
円
を
繰
入
れ
し
て
い
る
厳
し

答 問

問答

議
員
か
ら
の
働
き
か
け

（
不
当
要
求
）に
つ
い
て

河
合
町
入
札
制
度

抜
本
的
見
直
し
に
つ
い
て

し
尿
処
理
・
下
水
道
事
業
の

今
後
に
つ
い
て

　
　

各
部
人
材
資
源
が
限
ら
れ
、
急
遽
の

退
職
者
や
休
職
者
が
あ
る
中
、Ｄ
Ｘ（
デ
ジ

タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
推

進
の
進
捗
状
況
は
。

　
　

河
合
町
自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
を
全

体
的
な
方
針
と
し
て
定
め
ま
し
て
、
自
治

体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
、
オ
ン
ラ
イ

ン
化
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
専
門
的
か
つ
先
進
的
技

術
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。 

（
総
務
部
次
長
）

　

関
連
事
項
と
し
て
、「
道
路
損
傷
等
報
告

フ
ォ
ー
ム
」を
構
築（
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
）

ま
と
め
）
加
え
て
関
連
事
項
の
質
疑
を
行

い
、
以
下
の
提
言
を
し
ま
し
た
。

❶
文
字
音
声
変
換
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

活
用
促
進

❷
❶
の
ア
プ
リ
と
Ｒ
Ｐ
Ａ（
ロ
ボ
テ
ィ
ッ

ク
・
プ
ロ
セ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
）

を
連
携
さ
せ
、
町
民
へ
の
対
応
業
務
に

活
用

❸
紙
ベ
ー
ス
保
管
文
書
の
Ｏ
Ｃ
Ｒ
化
と

Ａ
I　

Ｏ
Ｃ
Ｒ
を
導
入
し
活
用

❹
毎
年
度
同
様
の
業
務
内
容
で
発
注
し
て

い
る
委
託
業
務
は
、
複
数
年
包
括
契
約

❺
本
庁
舎
外
の
施
設
管
理
業
務
や
行
政
申

請
業
務
等
を
外
部
委
託
し
、
自
治
体
職

員
を
本
庁
舎
業
務
へ
集
約

　

現
在
ま
で
未
実
施
。
現
状
把
握
の
た
め
、

議
員
な
ど
含
め
た
特
別
職
も
対
象
と
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
を
質
疑
を
通
し
て
要
望

し
ま
し
た
。

　

自
治
体
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と
は
、
自

治
体
業
務
に
必
要
な
人
材
や
サ
ー
ビ
ス
を
、

外
部
か
ら
調
達
し
、
業
務
効
率
化
や
生
産

性
向
上
な
ど
を
目
指
す
こ
と
を
前
提
に
、

業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
を
い
い
ま

す
。
手
法
と
し
て
は
、Ｂ
Ｐ
Ｏ（
ビ
ジ
ネ
ス
・

プ
ロ
セ
ス
・
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
）、
業
務

代
行
、
民
間
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
行
政
委

嘱
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。
背
景
と
し
て
、
以
下

の
３
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

❶
少
子
高
齢
化
の
加
速
に
よ
る
労
働
人
口

減
少
に
伴
う
人
材
不
足

❷
社
会
環
境
の
変
化
と
と
も
に
多
様
化
す

る
市
民
の
要
望
へ
の
対
応

❸
緊
急
課
題
と
な
っ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
変

革
へ
の
推
進

　
　

各
部
署
の
取
組
状
況
と
実
情
を
伺
い

ま
す
。

　
　

各
部
断
片
的
な
Ｂ
Ｐ
Ｏ
活
用
、
も
し

く
は
活
用
な
し
。
必
要
性
に
則
し
た
業
務

代
行
活
用
。
行
政
委
嘱
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

つ
い
て
は
、総
務
部
パ
ー
ト
ナ
ー
フ
ェ
ロ
ー

事
業
、
福
祉
部
厚
生
労
働
省
委
嘱
事
業
等
、

生
活
環
境
部
な
し
、
町
づ
く
り
推
進
部
な

し
、
教
育
委
員
会
教
育
振
興
部
、
学
校
地

域
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
業
な
ど
あ
り
。

（
各
部
部
長
・
次
長
）

問
自
治
体
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と

行
政
委
嘱
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て

職
員
に
対
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
に
つ
い
て

答

問答

常盤　繁範
議員

  ときわ            しげ のり

長谷川　伸一
議員

は    せ   がわ         しん いち
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②
認
知
症
対
策
で
は
、
様
々
な
ツ
ー

ル
が
あ
り
、
ど
れ
を
活
用
し
て
も
一
定
程

度
の
効
果
が
上
が
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

限
ら
れ
た
予
算
で
全
て
を
実
施
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今

後
、
当
事
者
や
ご
家
族
の
意
見
を
聞
き
な

が
ら
有
効
な
手
段
を
選
択
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

　
  

（
福
祉
部
）

　
　

③
認
知
症
対
策
の
重
要
性
は
地
方
行

政
に
お
い
て
非
常
に
対
策
を
求
め
ら
れ
る

所
だ
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
来
年
度
予

算
編
成
で
は
、
内
容
を
精
査
の
う
え
担
当

部
局
と
ど
の
施
策
が
最
も
有
効
で
あ
る
か

を
議
論
し
な
が
ら
、
予
算
化
の
検
討
を
し

て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
副
町
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
ヘ
ル
プ
マ
ー

ク
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
、
例
え
ば
「
筆

談
を
お
願
い
し
ま
す
」「
座
席
を
譲
っ
て
く

だ
さ
い
」
な
ど
の
シ
ー
ル
や
カ
ー
ド
を
配

布
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
か
。
多
く
の

人
が
集
ま
る
交
通
機
関
な
ど
で
子
供
が
見

て
も
分
か
る
物
を
と
考
え
て
お
り
ま
す
が

如
何
で
す
か
。

　

先
進
地
の
多
く
の
例
が
あ
り
ま
す
が
、

三
郷
町
の
施
策
を
確
認
い
た
し
ま
し
た
。

窓
口
で
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
受
け
取
る
と
き

に
職
員
か
ら
説
明
し
て
必
要
な
方
へ
渡
し

て
い
ま
す
。
好
評
と
の
こ
と
で
す
。

　
　

先
行
事
例
を
参
考
に
し
、
早
急
に
関

係
団
体
も
含
め
て
一
度
協
議
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

　

  

（
福
祉
部
）

※
他
に
「
A
E
D
を
屋
外
に
」「
危
機
管
理
・

防
災
訓
練
」「
書
か
な
い
窓
口
」
に
つ
い

て
質
問
し
ま
し
た
。

　

共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
認
知
症
基
本

法
が
施
行
、
対
策
を
確
認
し
ま
す
。

　
　

①
誰
も
が
認
知
症
に
な
り
得
ま
す
。

認
知
症
の
方
と
の
共
生
社
会
の
実
現
を
目

指
す
考
え
で
す
が
、
同
じ
考
え
で
す
か
。

（
2
0
4
0
年
に
3
人
に
1
人
認
知
機
能
障

害
に
な
る
）

　
　

②
当
事
者
の
尊
厳
を
守
り
、
自
由
に

行
動
し
て
い
た
だ
く
事
を
前
提
に
、
例
え

ば
「
お
か
え
り
伝
言
シ
ー
ル
」
な
ど
ラ
ベ

ル
シ
ー
ル
を
衣
服
に
は
り
当
事
者
が
お
困

り
の
時
に
、
第
3
者
が
、
ス
マ
ホ
か
ら
読

み
取
り
家
族
や
福
祉
課
へ
の
連
絡
が
取
れ

る
仕
組
み
で
す
。
少
な
い
費
用
で
直
ぐ
に

出
来
そ
う
で
す
が
如
何
で
す
か
。

　
　

③
厚
生
労
働
省
は
8
月
、
来
年
度
の

予
算
概
算
要
求
の
な
か
で
認
知
症
対
策
へ

1
4
8
億
円
を
計
上
し
、
早
期
発
見
か
ら

治
療
に
つ
な
げ
る
仕
組
み
を
、
自
治
体
と

の
実
証
事
業
で
進
め
る
と
述
べ
て
お
り
ま

す
。
河
合
町
で
担
当
部
署
か
ら
認
知
症
の

当
事
者
や
ご
家
族
を
ま
も
る
施
策
の
予
算

要
望
が
あ
れ
ば
、
快
く
受
理
し
て
い
た
だ

け
ま
す
か
。

　
　

①
同
じ
考
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。
啓
発

の
面
で
は
認
知
症
を
テ
ー
マ
に
講
演
会
を

開
催
。
1
5
0
名
の
参
加
、認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
講
座
も
実
施
し
て
お
り
、
若
年

層
へ
の
啓
発
へ
と
キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
も
実
施
し
ま
す
。 

　

  

（
福
祉
部
）

ま
し
て
、
必
ず
与
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
お

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
以
前
か
ら
寄

せ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
窓
口
業
務
の
職
員

が
休
憩
を
取
り
づ
ら
い
と
い
う
声
に
応
え

る
た
め
に
、
本
年
４
月
か
ら
庁
舎
２
階
の

第
２
会
議
室
、
こ
ち
ら
を
午
前
11
時
か
ら

午
後
２
時
ま
で
の
時
間
を
職
員
休
憩
室
と

し
て
優
先
的
に
確
保
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

ご
ざ
い
ま
す
。 
 

　
（
総
務
部
）

　
　

土
地
活
用
の
用
途
に
つ
い
て
は
、
都

市
計
画
法
や
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

に
も
関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
町
の
判
断
だ

け
で
は
な
く
、
県
の
認
可
も
必
要
に
な
り
、

活
用
で
き
る
ま
で
数
年
か
か
る
こ
と
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
早
期
に
計
画
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

　

移
転
後
の
土
地
活
用
に
つ
き
ま
し
て

は
、
奈
良
県
や
周
辺
の
土
地
所
有
者
の
意

見
を
踏
ま
え
、
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
に
お
い
て
、
鉄
道
駅
を
核
と
し
た
跡
地

を
含
む
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
を
検
討
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

土
地
活
用
に
お
き
ま
し
て
は
、
馬
見
丘

陵
公
園
に
近
接
す
る
立
地
の
特
性
を
生
か

し
、
町
の
魅
力
や
に
ぎ
わ
い
の
向
上
、
ま

た
観
光
施
策
を
取
り
入
れ
、
収
益
に
も
つ

な
が
る
施
策
を
展
開
す
る
こ
と
が
最
良
で

は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
）

　
　

令
和
６
年
４
月
以
降
は
事
業
用
地
に

動
き
が
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
進
捗

状
況
に
つ
い
て
回
答
を
願
い
ま
す
。

　
　

現
在
、
用
地
買
収
に
つ
き
ま
し
て
は

約
86
％
の
土
地
に
つ
い
て
買
収
を
完
了
し

て
お
り
ま
す
。
残
り
の
用
地
に
つ
き
ま
し

て
は
、
買
収
に
向
け
、
地
権
者
の
方
と
交

渉
を
継
続
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
度
の
工
事
に
つ
き
ま
し
て

は
、
現
在
、
工
事
発
注
に
向
け
て
準
備
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　

地
元
説
明
会
の
予
定
は
。

　
　

地
元
説
明
会
に
つ
き
ま
し
て
は
、
10

月
中
に
は
実
施
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。 

 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
）

　
　

　
　

窓
口
業
務
に
つ
い
て
は
、
昼
の
休
憩

も
取
り
づ
ら
い
状
況
に
あ
る
と
思
い
ま

す
。
窓
口
業
務
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
は

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
公
平
性

の
観
点
か
ら
人
間
関
係
が
崩
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
つ
な
が

り
ま
せ
ん
か
。

　
　

休
憩
時
間
に
関
し
ま
し
て
は
、
１
日

の
勤
務
時
間
が
一
定
の
範
囲
を
超
え
る
職

員
に
は
、
そ
の
勤
務
時
間
の
途
中
に
お
き

問問問

答 問問問

問 答答答

答答答
内
水
対
策
に
つ
い
て

公
民
館
・
体
育
館
の
移
転
後
の

土
地
活
用
に
つ
い
て

職
場
環
境
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

認
知
症
基
本
法
と
対
策
に
つ
い
て

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
具
体
化
へ

答 問

佐藤　利治
議員

さ  とう         とし  はる

大西　孝幸
議員

おお にし         たか  ゆき

　
　

被
害
状
況
と
今
後
の
対
策
に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

　
　

公
園
・
緑
地
に
桜
の
木
が
５
７
２
本

あ
り
４
２
８
本
で
被
害
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
赤
田
池
公
園
は
34
本
中
34
本
、
中
山

田
池
公
園
は
２
２
８
本
中
２
１
４
本
、
久

美
ヶ
丘
中
央
公
園
で
は
94
本
中
92
本
で
被

害
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

駆
除
・
防
除
を
継
続
し
つ
つ
樹
木
の
更

新
を
図
り
、
予
算
化
も
含
め
植
樹
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
計
画
し
て
い
き
た
い
。

 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
）

大
規
模
災
害
は
避
難
所
で
の
生
活
が
長

期
化
す
る
中
で
自
治
体
の
備
え
に
つ
い
て

防
災
計
画
を
見
直
す
自
治
体
が
多
く
あ
り

ま
す
。

　
　

食
に
つ
い
て
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確

保
。
ト
イ
レ
の
確
保
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
　

避
難
所
の
運
営
は
自
治
会
長
を
は
じ

め
地
域
の
方
々
と
協
力
し
、
町
は
運
営
の

支
援
や
連
絡
調
整
を
実
施
。
食
材
提
供
は

町
か
ら
、
炊
き
出
し
体
制
は
地
域
の
防
災

士
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
し
て
頂
く
想
定
。

妊
産
婦
や
障
害
の
あ
る
方
は
福
祉
避
難
所

（
豆
山
の
郷
）
で
館
内
の
部
屋
を
利
用
し
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
。
ト
イ
レ
は
、
マ
ン

ホ
ー
ル
ト
イ
レ
や
簡
易
災
害
用
ト
イ
レ
等

で
確
保
し
ま
す
。 

（
総
務
部
）

　
　

18
歳
と
22
歳
の
名
簿
の
閲
覧
、
広
報

に
自
衛
官
募
集
の
掲
載
、
入
隊
時
の
激
励
会

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。町
と
し
て
の
見
解
は
。

　
　

募
集
事
務
は
市
町
村
の
法
定
受
託
事

務
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
名
簿
の
閲
覧
に

つ
い
て
は
防
衛
省
の
人
事
教
育
局
、
総
務

省
の
自
治
行
政
局
の
連
名
で
出
さ
れ
た
通

知
か
ら
も
法
的
根
拠
は
明
確
化
さ
れ
て
い

る
。 

（
福
祉
部
）

　
　

要
請
に
応
え
な
く
て
も
不
利
益
は
な

い
と
防
衛
省
も
総
務
省
も
言
っ
て
い
る
が
そ

の
点
は
ど
う
か
？

　
　

防
衛
、
国
防
、
災
害
、
救
助
と
言
っ

た
国
民
の
生
命
、財
産
を
守
る
任
務
を
担
っ

て
い
る
。
自
衛
隊
の
維
持
に
つ
い
て
は
法

に
基
づ
き
事
務
の
一
部
を
行
う
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。 

（
町
長
）

　
　

学
校
給
食
や
こ
ど
も
園
の
影
響
は
ど

う
で
す
か
。

　
　

学
校
給
食
会
に
１
年
分
の
需
要
申
請

を
行
っ
て
お
り
、
お
米
の
確
保
は
で
き
て

い
ま
す
。
ま
た
、
来
年
度
も
確
保
は
で
き

る
と
確
認
し
て
い
る
。

　
　

お
米
の
高
騰
が
給
食
費
の
値
上
げ
に

影
響
は
な
い
の
か
？
町
長
の
公
約
で
も
あ
る

無
償
化
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。　

　
　

お
米
の
高
騰
の
影
響
で
す
ぐ
に
値
上

げ
と
は
な
ら
な
い
。

 

（
教
育
振
興
部
長
）

　

無
償
化
に
つ
い
て
は
、
国
の
交
付
金
を

活
用
し
な
が
ら
予
算
配
分
の
中
で
取
り
組

ん
で
い
る
。
国
も
無
償
化
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
る
の
で
そ
れ
に
準
じ
て
対
応
し
て

い
き
た
い
。 

（
町
長
）

答答 問問

問問問問

奈
良
県
が
不
妊
治
療
費
助
成
を
行
う
市
町

村
へ
の
補
助
制
度
を
検
討
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
が
、
河
合
町
に
お
け
る
不
妊
・

不
育
治
療
へ
の
助
成
制
度
に
つ
い
て
お
聞

き
し
ま
す
。

　
　

令
和
４
年
度
よ
り
一
般
不
妊
治
療
費

及
び
生
殖
補
助
医
療
費
が
医
療
保
険
適
用

と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
自
己
負
担
額

は
高
額
に
な
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
の
で
、

河
合
町
と
し
て
も
自
己
負
担
分
に
か
か
る

助
成
制
度
に
つ
い
て
、
前
向
き
に
検
討
し

ま
す
。 
 

 

  

（
福
祉
部
長
）

　
　

教
育
の
ま
ち
河
合
町
の
魅
力
を
さ
ら

に
高
め
る
た
め
、
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
く

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
学
べ
る
機
会
と
し
て

「
e
ス
ポ
ー
ツ
」な
ど
の
活
用
に
つ
い
て
お

聞
き
し
ま
す
。

　
　

他
の
自
治
体
で
は
、「
e
ス
ポ
ー
ツ
」

の
体
験
ブ
ー
ス
や
ゲ
ー
ム
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン

グ
体
験
会
な
ど
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
学
校
に
は
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
専
門
性

の
高
い
I
C
T
支
援
員
も
お
ら
れ
ま
す
の

で
、
生
涯
学
習
的
な
視
点
で
町
民
大
学
な

ど
に
よ
り
実
施
で
き
る
よ
う
検
討
し
ま
す
。

（
教
育
振
興
部
長
）

　
　

地
域
で
認
知
症
の
方
々
を
支
え
る
担

い
手
と
し
て
、
認
知
症
に
関
す
る
正
し
い

知
識
と
理
解
を
持
ち
、
地
域
や
職
場
で
、

認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
を
温
か
い
目
で

見
守
る「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」の
養
成
講

座
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
の「
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
」の
計
画
に
つ
い

て
お
聞
き
し
ま
す
。

　
　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」と
し
て
毎
年
30

名
程
度
養
成
し
、
今
ま
で
に
約
1
，
2
0
0

名
の
方
が
養
成
講
座
を
受
講
し
ま
し
た
。

今
年
度
か
ら
は
、
小
学
生
を
対
象
と
し
た

「
キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
タ
ー
」の
養
成
を
試
み
ま

す
。
ま
た
、
住
民
の
方
が
普
段
利
用
さ
れ

る
店
舗
な
ど
に「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」が

い
る
こ
と
は
、
心
強
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
、
金
融
機
関
な
ど

の
従
業
員
の
方
に
も
協
力
を
お
願
い
し
て

い
き
ま
す
。
参
加
し
て
頂
い
た
店
舗
な
ど

へ
は
、
認
知
症
の
方
が
安
心
し
て
利
用
で

き
る
施
設
で
あ
る
こ
と
を
お
示
し
で
き
る

よ
う
、
認
定
ス
テ
ッ
カ
ー
な
ど
の
配
布
を

検
討
し
て
い
ま
す
。 

  

（
福
祉
部
長
）

　
　

不
妊
・
不
育
に
悩
む
夫
婦
へ
の
支
援

は
と
て
も
重
要
で
、
今
後
の
少
子
化
対
策

に
も
関
連
し
ま
す
。
来
年
度
へ
向
け
て
、

問

問

問

答答答答

答

答答

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
に
つ
い
て

自
衛
隊
に
つ
い
て

米
不
足
に
つ
い
て

認
知
症
の
施
策
に
つ
い
て

不
妊
・
不
育
治
療
の
助
成
制
度
に

つ
い
て

小
・
中
学
校
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て

大
規
模
災
害
の
避
難
所
の

あ
り
方
に
つ
い
て

馬場　千惠子
議員

ば     ば           ち     え    こ

杦本　貴司
議員

すぎもと            たかし
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②
認
知
症
対
策
で
は
、
様
々
な
ツ
ー

ル
が
あ
り
、
ど
れ
を
活
用
し
て
も
一
定
程

度
の
効
果
が
上
が
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

限
ら
れ
た
予
算
で
全
て
を
実
施
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今

後
、
当
事
者
や
ご
家
族
の
意
見
を
聞
き
な

が
ら
有
効
な
手
段
を
選
択
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

　

  

（
福
祉
部
）

　
　

③
認
知
症
対
策
の
重
要
性
は
地
方
行

政
に
お
い
て
非
常
に
対
策
を
求
め
ら
れ
る

所
だ
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
来
年
度
予

算
編
成
で
は
、
内
容
を
精
査
の
う
え
担
当

部
局
と
ど
の
施
策
が
最
も
有
効
で
あ
る
か

を
議
論
し
な
が
ら
、
予
算
化
の
検
討
を
し

て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
副
町
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
ヘ
ル
プ
マ
ー

ク
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
、
例
え
ば
「
筆

談
を
お
願
い
し
ま
す
」「
座
席
を
譲
っ
て
く

だ
さ
い
」
な
ど
の
シ
ー
ル
や
カ
ー
ド
を
配

布
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
か
。
多
く
の

人
が
集
ま
る
交
通
機
関
な
ど
で
子
供
が
見

て
も
分
か
る
物
を
と
考
え
て
お
り
ま
す
が

如
何
で
す
か
。

　

先
進
地
の
多
く
の
例
が
あ
り
ま
す
が
、

三
郷
町
の
施
策
を
確
認
い
た
し
ま
し
た
。

窓
口
で
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
受
け
取
る
と
き

に
職
員
か
ら
説
明
し
て
必
要
な
方
へ
渡
し

て
い
ま
す
。
好
評
と
の
こ
と
で
す
。

　
　

先
行
事
例
を
参
考
に
し
、
早
急
に
関

係
団
体
も
含
め
て
一
度
協
議
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

　

  

（
福
祉
部
）

※
他
に
「
A
E
D
を
屋
外
に
」「
危
機
管
理
・

防
災
訓
練
」「
書
か
な
い
窓
口
」
に
つ
い

て
質
問
し
ま
し
た
。

　

共
生
社
会
の
実
現
の
た
め
認
知
症
基
本

法
が
施
行
、
対
策
を
確
認
し
ま
す
。

　
　

①
誰
も
が
認
知
症
に
な
り
得
ま
す
。

認
知
症
の
方
と
の
共
生
社
会
の
実
現
を
目

指
す
考
え
で
す
が
、
同
じ
考
え
で
す
か
。

（
2
0
4
0
年
に
3
人
に
1
人
認
知
機
能
障

害
に
な
る
）

　
　

②
当
事
者
の
尊
厳
を
守
り
、
自
由
に

行
動
し
て
い
た
だ
く
事
を
前
提
に
、
例
え

ば
「
お
か
え
り
伝
言
シ
ー
ル
」
な
ど
ラ
ベ

ル
シ
ー
ル
を
衣
服
に
は
り
当
事
者
が
お
困

り
の
時
に
、
第
3
者
が
、
ス
マ
ホ
か
ら
読

み
取
り
家
族
や
福
祉
課
へ
の
連
絡
が
取
れ

る
仕
組
み
で
す
。
少
な
い
費
用
で
直
ぐ
に

出
来
そ
う
で
す
が
如
何
で
す
か
。

　
　

③
厚
生
労
働
省
は
8
月
、
来
年
度
の

予
算
概
算
要
求
の
な
か
で
認
知
症
対
策
へ

1
4
8
億
円
を
計
上
し
、
早
期
発
見
か
ら

治
療
に
つ
な
げ
る
仕
組
み
を
、
自
治
体
と

の
実
証
事
業
で
進
め
る
と
述
べ
て
お
り
ま

す
。
河
合
町
で
担
当
部
署
か
ら
認
知
症
の

当
事
者
や
ご
家
族
を
ま
も
る
施
策
の
予
算

要
望
が
あ
れ
ば
、
快
く
受
理
し
て
い
た
だ

け
ま
す
か
。

　
　

①
同
じ
考
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。
啓
発

の
面
で
は
認
知
症
を
テ
ー
マ
に
講
演
会
を

開
催
。
1
5
0
名
の
参
加
、認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
講
座
も
実
施
し
て
お
り
、
若
年

層
へ
の
啓
発
へ
と
キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
も
実
施
し
ま
す
。 

　
  

（
福
祉
部
）

ま
し
て
、
必
ず
与
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
お

り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
以
前
か
ら
寄

せ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
窓
口
業
務
の
職
員

が
休
憩
を
取
り
づ
ら
い
と
い
う
声
に
応
え

る
た
め
に
、
本
年
４
月
か
ら
庁
舎
２
階
の

第
２
会
議
室
、
こ
ち
ら
を
午
前
11
時
か
ら

午
後
２
時
ま
で
の
時
間
を
職
員
休
憩
室
と

し
て
優
先
的
に
確
保
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

ご
ざ
い
ま
す
。 
 

　
（
総
務
部
）

　
　

土
地
活
用
の
用
途
に
つ
い
て
は
、
都

市
計
画
法
や
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

に
も
関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
町
の
判
断
だ

け
で
は
な
く
、
県
の
認
可
も
必
要
に
な
り
、

活
用
で
き
る
ま
で
数
年
か
か
る
こ
と
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
早
期
に
計
画
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

　

移
転
後
の
土
地
活
用
に
つ
き
ま
し
て

は
、
奈
良
県
や
周
辺
の
土
地
所
有
者
の
意

見
を
踏
ま
え
、
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
に
お
い
て
、
鉄
道
駅
を
核
と
し
た
跡
地

を
含
む
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
を
検
討
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

土
地
活
用
に
お
き
ま
し
て
は
、
馬
見
丘

陵
公
園
に
近
接
す
る
立
地
の
特
性
を
生
か

し
、
町
の
魅
力
や
に
ぎ
わ
い
の
向
上
、
ま

た
観
光
施
策
を
取
り
入
れ
、
収
益
に
も
つ

な
が
る
施
策
を
展
開
す
る
こ
と
が
最
良
で

は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
）

　
　

令
和
６
年
４
月
以
降
は
事
業
用
地
に

動
き
が
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
進
捗

状
況
に
つ
い
て
回
答
を
願
い
ま
す
。

　
　

現
在
、
用
地
買
収
に
つ
き
ま
し
て
は

約
86
％
の
土
地
に
つ
い
て
買
収
を
完
了
し

て
お
り
ま
す
。
残
り
の
用
地
に
つ
き
ま
し

て
は
、
買
収
に
向
け
、
地
権
者
の
方
と
交

渉
を
継
続
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
度
の
工
事
に
つ
き
ま
し
て

は
、
現
在
、
工
事
発
注
に
向
け
て
準
備
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　

地
元
説
明
会
の
予
定
は
。

　
　

地
元
説
明
会
に
つ
き
ま
し
て
は
、
10

月
中
に
は
実
施
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。 

 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
）

　
　

　
　

窓
口
業
務
に
つ
い
て
は
、
昼
の
休
憩

も
取
り
づ
ら
い
状
況
に
あ
る
と
思
い
ま

す
。
窓
口
業
務
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
は

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
公
平
性

の
観
点
か
ら
人
間
関
係
が
崩
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
つ
な
が

り
ま
せ
ん
か
。

　
　

休
憩
時
間
に
関
し
ま
し
て
は
、
１
日

の
勤
務
時
間
が
一
定
の
範
囲
を
超
え
る
職

員
に
は
、
そ
の
勤
務
時
間
の
途
中
に
お
き

問問問

答 問問問

問 答答答

答答答
内
水
対
策
に
つ
い
て

公
民
館
・
体
育
館
の
移
転
後
の

土
地
活
用
に
つ
い
て

職
場
環
境
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

認
知
症
基
本
法
と
対
策
に
つ
い
て

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
の
具
体
化
へ

答 問

佐藤　利治
議員

さ  とう         とし  はる

大西　孝幸
議員

おお にし         たか  ゆき

　
　

被
害
状
況
と
今
後
の
対
策
に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

　
　

公
園
・
緑
地
に
桜
の
木
が
５
７
２
本

あ
り
４
２
８
本
で
被
害
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
赤
田
池
公
園
は
34
本
中
34
本
、
中
山

田
池
公
園
は
２
２
８
本
中
２
１
４
本
、
久

美
ヶ
丘
中
央
公
園
で
は
94
本
中
92
本
で
被

害
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

駆
除
・
防
除
を
継
続
し
つ
つ
樹
木
の
更

新
を
図
り
、
予
算
化
も
含
め
植
樹
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
計
画
し
て
い
き
た
い
。

 

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
）

大
規
模
災
害
は
避
難
所
で
の
生
活
が
長

期
化
す
る
中
で
自
治
体
の
備
え
に
つ
い
て

防
災
計
画
を
見
直
す
自
治
体
が
多
く
あ
り

ま
す
。

　
　

食
に
つ
い
て
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確

保
。
ト
イ
レ
の
確
保
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
　

避
難
所
の
運
営
は
自
治
会
長
を
は
じ

め
地
域
の
方
々
と
協
力
し
、
町
は
運
営
の

支
援
や
連
絡
調
整
を
実
施
。
食
材
提
供
は

町
か
ら
、
炊
き
出
し
体
制
は
地
域
の
防
災

士
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
し
て
頂
く
想
定
。

妊
産
婦
や
障
害
の
あ
る
方
は
福
祉
避
難
所

（
豆
山
の
郷
）
で
館
内
の
部
屋
を
利
用
し
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
。
ト
イ
レ
は
、
マ
ン

ホ
ー
ル
ト
イ
レ
や
簡
易
災
害
用
ト
イ
レ
等

で
確
保
し
ま
す
。 

（
総
務
部
）

　
　

18
歳
と
22
歳
の
名
簿
の
閲
覧
、
広
報

に
自
衛
官
募
集
の
掲
載
、
入
隊
時
の
激
励
会

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。町
と
し
て
の
見
解
は
。

　
　

募
集
事
務
は
市
町
村
の
法
定
受
託
事

務
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
名
簿
の
閲
覧
に

つ
い
て
は
防
衛
省
の
人
事
教
育
局
、
総
務

省
の
自
治
行
政
局
の
連
名
で
出
さ
れ
た
通

知
か
ら
も
法
的
根
拠
は
明
確
化
さ
れ
て
い

る
。 

（
福
祉
部
）

　
　

要
請
に
応
え
な
く
て
も
不
利
益
は
な

い
と
防
衛
省
も
総
務
省
も
言
っ
て
い
る
が
そ

の
点
は
ど
う
か
？

　
　

防
衛
、
国
防
、
災
害
、
救
助
と
言
っ

た
国
民
の
生
命
、財
産
を
守
る
任
務
を
担
っ

て
い
る
。
自
衛
隊
の
維
持
に
つ
い
て
は
法

に
基
づ
き
事
務
の
一
部
を
行
う
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。 

（
町
長
）

　
　

学
校
給
食
や
こ
ど
も
園
の
影
響
は
ど

う
で
す
か
。

　
　

学
校
給
食
会
に
１
年
分
の
需
要
申
請

を
行
っ
て
お
り
、
お
米
の
確
保
は
で
き
て

い
ま
す
。
ま
た
、
来
年
度
も
確
保
は
で
き

る
と
確
認
し
て
い
る
。

　
　

お
米
の
高
騰
が
給
食
費
の
値
上
げ
に

影
響
は
な
い
の
か
？
町
長
の
公
約
で
も
あ
る

無
償
化
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。　

　
　

お
米
の
高
騰
の
影
響
で
す
ぐ
に
値
上

げ
と
は
な
ら
な
い
。

 

（
教
育
振
興
部
長
）

　

無
償
化
に
つ
い
て
は
、
国
の
交
付
金
を

活
用
し
な
が
ら
予
算
配
分
の
中
で
取
り
組

ん
で
い
る
。
国
も
無
償
化
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
る
の
で
そ
れ
に
準
じ
て
対
応
し
て

い
き
た
い
。 

（
町
長
）

答答 問問

問問問問

奈
良
県
が
不
妊
治
療
費
助
成
を
行
う
市
町

村
へ
の
補
助
制
度
を
検
討
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
が
、
河
合
町
に
お
け
る
不
妊
・

不
育
治
療
へ
の
助
成
制
度
に
つ
い
て
お
聞

き
し
ま
す
。

　
　

令
和
４
年
度
よ
り
一
般
不
妊
治
療
費

及
び
生
殖
補
助
医
療
費
が
医
療
保
険
適
用

と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
自
己
負
担
額

は
高
額
に
な
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
の
で
、

河
合
町
と
し
て
も
自
己
負
担
分
に
か
か
る

助
成
制
度
に
つ
い
て
、
前
向
き
に
検
討
し

ま
す
。 
 

 

  

（
福
祉
部
長
）

　
　

教
育
の
ま
ち
河
合
町
の
魅
力
を
さ
ら

に
高
め
る
た
め
、
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
く

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
学
べ
る
機
会
と
し
て

「
e
ス
ポ
ー
ツ
」な
ど
の
活
用
に
つ
い
て
お

聞
き
し
ま
す
。

　
　

他
の
自
治
体
で
は
、「
e
ス
ポ
ー
ツ
」

の
体
験
ブ
ー
ス
や
ゲ
ー
ム
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン

グ
体
験
会
な
ど
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
学
校
に
は
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
専
門
性

の
高
い
I
C
T
支
援
員
も
お
ら
れ
ま
す
の

で
、
生
涯
学
習
的
な
視
点
で
町
民
大
学
な

ど
に
よ
り
実
施
で
き
る
よ
う
検
討
し
ま
す
。

（
教
育
振
興
部
長
）

　
　

地
域
で
認
知
症
の
方
々
を
支
え
る
担

い
手
と
し
て
、
認
知
症
に
関
す
る
正
し
い

知
識
と
理
解
を
持
ち
、
地
域
や
職
場
で
、

認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
を
温
か
い
目
で

見
守
る「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」の
養
成
講

座
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
の「
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
」の
計
画
に
つ
い

て
お
聞
き
し
ま
す
。

　
　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」と
し
て
毎
年
30

名
程
度
養
成
し
、
今
ま
で
に
約
1
，
2
0
0

名
の
方
が
養
成
講
座
を
受
講
し
ま
し
た
。

今
年
度
か
ら
は
、
小
学
生
を
対
象
と
し
た

「
キ
ッ
ズ
サ
ポ
ー
タ
ー
」の
養
成
を
試
み
ま

す
。
ま
た
、
住
民
の
方
が
普
段
利
用
さ
れ

る
店
舗
な
ど
に「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」が

い
る
こ
と
は
、
心
強
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
、
金
融
機
関
な
ど

の
従
業
員
の
方
に
も
協
力
を
お
願
い
し
て

い
き
ま
す
。
参
加
し
て
頂
い
た
店
舗
な
ど

へ
は
、
認
知
症
の
方
が
安
心
し
て
利
用
で

き
る
施
設
で
あ
る
こ
と
お
示
し
で
き
る
よ

う
、
認
定
ス
テ
ッ
カ
ー
な
ど
の
配
布
を
検

討
し
て
い
ま
す
。  

  

（
福
祉
部
長
）

　
　

不
妊
・
不
育
に
悩
む
夫
婦
へ
の
支
援

は
と
て
も
重
要
で
、
今
後
の
少
子
化
対
策

に
も
関
連
し
ま
す
。
来
年
度
へ
向
け
て
、

問

問

問

答答答答

答

答答

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
に
つ
い
て

自
衛
隊
に
つ
い
て

米
不
足
に
つ
い
て

認
知
症
の
施
策
に
つ
い
て

不
妊
・
不
育
治
療
の
助
成
制
度
に

つ
い
て

小
・
中
学
校
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て

大
規
模
災
害
の
避
難
所
の

あ
り
方
に
つ
い
て

馬場　千惠子
議員

ば     ば           ち     え    こ

杦本　貴司
議員

すぎもと            たかし
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　日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等に対して、市町村が行う地域生活支援事業の内の必須事
業の一つとして、障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増
進に資することを目的とした日常生活用具給付事業が行われている。 
　申請方法等は、市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後に給付等を受ける制度であり、その費用負担にあっ
ては、国が１００分の５０以内、都道府県が１００分の２５以内、利用者負担は市町村の判断によるとされている。しかし、
この費用負担については現状、十分な額が国および県から負担されているとは言えず、市区町村は１００分の２５を大
幅に超えた割合で負担をしている実情がある。そのため、第９３回全国市長会議（令和５年６月７日）において、障
害者福祉施策に関する提言１－（１）に、「都市自治体が障害者総合支援法等に基づく事業を安定的に運営し、都市
自治体の超過負担及び自治体間格差が生じないよう国庫負担基準の見直しを含め、十分な財政措置を講じること」
を重点提言として関係府省へ提出（６月３０日付）されている旨が公表されている。このことからも、給付基準額の
見直しは、単純に地方自治体への要望として解決するものではなく、その実現には関係府省のご協力がなくてはなら
ないものとして、更なる積極的検討をお願いする次第である。 
この事業に、消化器系、尿路系ストーマ装具の給付事業も含まれているが、オストメイト協会の調査によると１９９３

年に国が設定した補装具基準額と現在の給付基準額がほぼ同額であり、約３０年にわたり改定がされていないため、
個人負担額が増加していること。また、大規模災害時の避難所における良好な生活環境の確保が必要であることを踏
まえ、次の項目について改善されるよう強く要望する。

１．市町村が実施する地域生活支援事業のストーマ装具給付事業等について、市町村の実態を把握したうえで給付基
準額の見直し及び国の公費負担補助率の拡充をされたい。 

２．災害時の避難所における良好な生活環境の確保が必要であることを踏まえ、オストメイトに必要な機材、装具の
公的備蓄を進められたい。

３．福祉避難所において、オストメイトのスムーズな入所を推進されたい。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和６年９月２６日
奈良県北葛城郡河合町議会 

（意見書提出先）
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・厚生労働大臣

議員発議第５号　第３回（９月定例会提出）

日常生活用具給付事業であるストーマ装具の給付事業の改善についての意見書

【発議（議員提出議案）とは】
議会の会議において、議員が「議案」を議長に提出することをいいます。
主な発議案として、「条例」、「意見書」などがあります。議員発議について

教育委員会教育長の任命について
上村　欣也 氏

同意第2号

教育委員会委員の任命について
福本　優子 氏（川合）

同意第3号

 河合町議会令和６年第３回（９月）定例会
8月29日(木)議会運営委員会 
9月  6日(金)議会運営委員会
　　　　　  本会議(初日)
9月10日(火)一般質問
9月11日(水)一般質問

10時00分
9時30分
10時00分
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9時30分

9月12日(木)　総務文教常任委員会
　　　　　　  厚生建設常任委員会
9月18日(水)　決算審査特別委員会
9月19日(木)　決算審査特別委員会
9月26日(木)　議会運営委員会
　　　　　　  本会議(最終日) 

10時00分
13時30分
10時00分
10時00分
9時30分
10時00分
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議会の動き

問い合わせ 河合町議会事務局 電　話：0745-57-0200（内線 311）　FAX：0745-57-1711　
メール：gikai@town.kawai.nara.jp

編 集 後 記

今月の表紙
馬見丘陵公園にて、夕暮れに色づ
くコキアが美しい。
【撮影】穴闇在住　松谷千寿氏

今年も残すところわずかとなりました。
思い残すことのないようにしましょう！
我が家では念願のワンちゃんが家族の一員になりま
した。

中山　義英
議員

なか やま        よし ひで

で
は
あ
る
が
、
必
要
以
上
に
多
く
保
有
し

て
い
る
事
で
、
維
持
管
理
に
要
す
る
経
費

は
高
額
に
な
る
。

　

公
園
の
草
刈
り
に
要
す
る
費
用
だ
け
で

年
間
約
1
，
1
0
0
万
円
か
か
っ
て
お
り
、

こ
の
ま
ま
だ
と
10
年
先
に
は
1
億
1
千
万

円
、
20
年
先
に
は
2
億
2
千
万
円
以
上
の

お
金
を
、
町
は
草
刈
り
代
に
支
払
っ
て
い

く
事
に
な
る
。

　

将
来
、
人
口
が
減
少
し
利
用
者
も
減
っ

て
い
く
状
況
か
ら
、
今
後
ど
の
よ
う
な
公

園
が
、
ど
れ
だ
け
必
要
で
あ
る
か
を
見
極

め
、
時
代
に
沿
っ
た
公
園
の
あ
り
方
を
真

剣
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
町
は
公
園

の
集
約
化
等
を
含
め
、
人
口
減
少
社
会
に

対
応
し
た
公
園
の
あ
り
方
を
、
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

　
　

時
代
に
沿
っ
た
公
園
の
再
編
や
集
約

化
等
の
必
要
性
は
感
じ
て
い
る
が
、
都
市

公
園
法
等
の
規
制
が
厳
し
い
の
が
現
状
で

あ
る
。
公
園
の
整
備
・
維
持
管
理
方
針
な

ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
都
市
計
画
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
に
お
い
て
示
し
て
い
き
た
い
。

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
）

　
　

佐
味
田
川
駅
前
の
活
性
化
や
賑
い
な

ど
、
将
来
の
町
の
発
展
に
つ
な
が
る
「
高

塚
台
第
1
緑
地
」
の
活
用
方
針
は
決
ま
っ

て
い
る
の
か
。

　
　

現
時
点
で
町
の
方
針
は
決
ま
っ
て
い

な
い
が
、
魅
力
あ
る
町
づ
く
り
の
重
要
な

場
所
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
課
題
や

配
慮
す
べ
き
点
な
ど
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

今
後
、
慎
重
に
活
用
方
法
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。  

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
）

　
　
「
主
権
者
教
育
」
と
は
、「
国
や
社
会

の
問
題
を
自
分
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
自

ら
考
え
、
自
ら
判
断
し
、
行
動
し
て
い
く

主
権
者
を
育
成
し
て
い
く
事
」
と
さ
れ
、

「
18
歳
選
挙
権
年
齢
」の
引
下
げ
に
伴
っ
て
、

2
0
1
2
年
頃
か
ら
注
目
さ
れ
だ
し
た
。

近
年
、
主
権
者
教
育
を
推
進
し
て
い
く
た

め
に
、
小
中
学
生
を
対
象
と
し
た
「
子
ど

も
議
会
」
の
開
催
を
実
施
し
て
い
る
自
治

体
は
全
国
的
に
増
え
て
い
る
が
、町
は
「
主

権
者
教
育
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
。

　
　

現
時
点
で
は
「
主
権
者
教
育
」
の
取

組
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
必
要
性
は

認
識
し
て
い
る
。
来
年
度
か
ら
学
校
側
と

も
協
力
し
て
、
小
学
6
年
生
を
対
象
に
社

会
科
の
授
業
の
一
環
と
し
て
「
子
ど
も
議

会
」
を
開
催
す
る
事
で
、
児
童
・
生
徒
に

は
自
分
な
り
に
根
拠
を
持
っ
て
考
え
る
力

を
身
に
着
け
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い

る
。
そ
し
て
開
催
の
際
に
は
、「
子
ど
も
議

会
」
の
録
画
配
信
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
教
育
委
員
会
教
育
振
興
部
）

　
　

町
内
に
は
42
ヶ
所
の
公
園
が
あ
り
、

そ
の
保
有
面
積
は
県
内
で
8
番
目
に
多
い

状
況
で
あ
る
。
公
園
は
災
害
時
の
避
難
場

所
に
も
な
る
事
か
ら
、
重
要
な
公
共
施
設

問問 答
主
権
者
教
育
に
つ
い
て

こ
れ
か
ら
の
都
市
公
園
に
つ
い
て

答答 問

　議会基本条例第３条（基本方針）（４）にうたわれている「町民に対して積極的な議会活動の情報公開及び情報発
信に努めるとともに、町民が参画しやすい開かれた議会運営に努めること。」に対する取り組みを十分に議論し、「議
会モニター制度」を制定して取り組んでいただきたいことを趣旨とします。
　参考資料として、亘理町議会モニター設置規定を添付します。
　具体的な内容につきましては、議会で検討していただければと思います。
　なお、常任委員会付託審議を経て、ご採択いただきますことを希望いたします。

以上
（紹介議員）長谷川　伸一・坂本　博道・佐藤　利治・常盤　繁範

議会モニター制度の制定を求める請願
請願の趣旨

【請願とは】
国民（町民）をはじめ広く人々が町政等に意見、要望、政策等を議会に対して提案する制度で、
どなたでも提出することができます。請願について

美
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　日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等に対して、市町村が行う地域生活支援事業の内の必須事
業の一つとして、障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増
進に資することを目的とした日常生活用具給付事業が行われている。 
　申請方法等は、市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後に給付等を受ける制度であり、その費用負担にあっ
ては、国が１００分の５０以内、都道府県が１００分の２５以内、利用者負担は市町村の判断によるとされている。しかし、
この費用負担については現状、十分な額が国および県から負担されているとは言えず、市区町村は１００分の２５を大
幅に超えた割合で負担をしている実情がある。そのため、第９３回全国市長会議（令和５年６月７日）において、障
害者福祉施策に関する提言１－（１）に、「都市自治体が障害者総合支援法等に基づく事業を安定的に運営し、都市
自治体の超過負担及び自治体間格差が生じないよう国庫負担基準の見直しを含め、十分な財政措置を講じること」
を重点提言として関係府省へ提出（６月３０日付）されている旨が公表されている。このことからも、給付基準額の
見直しは、単純に地方自治体への要望として解決するものではなく、その実現には関係府省のご協力がなくてはなら
ないものとして、更なる積極的検討をお願いする次第である。 
この事業に、消化器系、尿路系ストーマ装具の給付事業も含まれているが、オストメイト協会の調査によると１９９３

年に国が設定した補装具基準額と現在の給付基準額がほぼ同額であり、約３０年にわたり改定がされていないため、
個人負担額が増加していること。また、大規模災害時の避難所における良好な生活環境の確保が必要であることを踏
まえ、次の項目について改善されるよう強く要望する。

１．市町村が実施する地域生活支援事業のストーマ装具給付事業等について、市町村の実態を把握したうえで給付基
準額の見直し及び国の公費負担補助率の拡充をされたい。 

２．災害時の避難所における良好な生活環境の確保が必要であることを踏まえ、オストメイトに必要な機材、装具の
公的備蓄を進められたい。

３．福祉避難所において、オストメイトのスムーズな入所を推進されたい。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和６年９月２６日
奈良県北葛城郡河合町議会 

（意見書提出先）
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・厚生労働大臣

議員発議第５号　第３回（９月定例会提出）

日常生活用具給付事業であるストーマ装具の給付事業の改善についての意見書

【発議（議員提出議案）とは】
議会の会議において、議員が「議案」を議長に提出することをいいます。
主な発議案として、「条例」、「意見書」などがあります。議員発議について

教育委員会教育長の任命について
上村　欣也 氏

同意第2号

教育委員会委員の任命について
福本　優子 氏（川合）

同意第3号
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メール：gikai@town.kawai.nara.jp
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今月の表紙
馬見丘陵公園にて、夕暮れに色づ
くコキアが美しい。
【撮影】穴闇在住　松谷千寿氏

今年も残すところわずかとなりました。
思い残すことのないようにしましょう！
我が家では念願のワンちゃんが家族の一員に
なりました。

中山　義英
議員
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　議会基本条例第３条（基本方針）（４）にうたわれている「町民に対して積極的な議会活動の情報公開及び情報発
信に努めるとともに、町民が参画しやすい開かれた議会運営に努めること。」に対する取り組みを十分に議論し、「議
会モニター制度」を制定して取り組んでいただきたいことを趣旨とします。
　参考資料として、亘理町議会モニター設置規定を添付します。
　具体的な内容につきましては、議会で検討していただければと思います。
　なお、常任委員会付託審議を経て、ご採択いただきますことを希望いたします。

以上
（紹介議員）長谷川　伸一・坂本　博道・佐藤　利治・常盤　繁範

議会モニター制度の制定を求める請願
請願の趣旨

【請願とは】
国民（町民）をはじめ広く人々が町政等に意見、要望、政策等を議会に対して提案する制度で、
どなたでも提出することができます。請願について
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